
  

 

1 

五
反
田 

山
か
迫 

同
所 

以
上 

 

は
じ
め
に 

 

小
稿
は
、
近
世
の
防
長
両
国
で
作
付
け
さ
れ
て
い
た
「
米
」
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
萩
藩
領
の
「
米
」
を
分
析
対

象
と
す
る
。 

近
世
は
石
高
制
の
社
会
で
、
検
地
に
よ
っ
て
田
畠
・
屋
敷
な
ど
土
地

一
筆
一
筆
の
面
積
・
石
高
・
名
請
人
（
年
貢
の
納
入
責
任
者
）
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
ら
は
「
検
地
帳
」
に
登
載
さ
れ
た
。
登
載
の
土
地
は
、
石
高
す
な
わ

ち
米
の
収
穫
量
（
生
産
高
）
で
表
現
さ
れ
、
土
地
一
筆
ご
と
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
穂
ノ
木
」
（
地
字
）
、
面
積
、
石
高
、
名
請
人
が
記
さ
れ
た
。 

萩
藩
領
で
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
以
降
、
「
春
定
法
」
に
よ

っ
て
毎
年
耕
作
に
入
る
前
に
、
秋
に
納
め
る
べ
き
年
貢
を
記
し
た
「
下
札
」 

(

春
定
下
札)

が
個
々
の
名
請
人
に
渡
さ
れ
た
（
１
）

。
「
名
寄
帳
」(

春
定
名
寄

帳)

は
、
個
々
の
名
請
人
が
納
め
る
年
貢
を
記
し
た
帳
簿
で
、
換
言
す
れ

ば
、
「
下
札
」
を
ま
と
め
た
帳
簿
で
あ
る
。
次
の
記
載
例
は
、
文
政
年
間

の
「
吉
敷
郡
中
郷
田
畠
御
物
成
春
定
人
別
名
寄
帳
」
の
一
部
で
あ
る
（
２
）

。 

源
左
衛
門 

 

田
壱
畝
拾
八
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
斗
壱
升
弐
合 

 

田
六
畝
拾
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
石
六
斗
壱
升
五
合 

 

（
中
略
） 

 

畠
壱
畝
拾
三
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
升
七
合 

 

（
中
略
） 

 

田
畠
数
四
反
九
畝
弐
拾
六
歩 

 

米
八
石
七
斗
七
升
壱
合 

 
 
 

内 

 

畠
七
畝
拾
弐
歩 

 
 

八
斗
弐
升
七
合 

田
四
反
弐
畝
拾
四
歩 

―
 

大
唐
米
を
中
心
に ―
 

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て 

河
本 

福
美 

  

 

2 

残
七
石
九
斗
四
升
四
合 

右
物
成 

 
 
 

三
石
壱
斗
七
升
七
合
六
勺 

右
口
米 

 
 
 

九
升
五
合
三
勺
三
才 

 
 

（
以
下
略
） 

冒
頭
の
源
左
衛
門
が
名
請
す
る
田
畠
一
筆
一
筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
面

積
と
石
高
の
合
計
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
畠
方
の
面
積
・
石
高
を
差
し

引
い
て
田
方
の
面
積
と
石
高
の
合
計
を
出
し
、
源
左
衛
門
の
納
め
る
べ
き

年
貢
高
（
四
つ
物
成
）
が
記
さ
れ
る
。
帳
簿
に
は
、
年
貢
の
石
高
が
記
さ

れ
る
の
み
で
、
納
め
る
べ
き
年
貢
米
の
品
種
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、

ま
た
指
定
さ
れ
た
も
の
も
な
い
。 

以
下
、
品
種
を
含
め
て
当
時
の
萩
藩
領
の
米
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

一 

萩
藩
領
の
米
の
品
種 

 

元
文
期
（
一
七
三
六
～
一
七
四
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
長
門
産
物
名

寄
」
・
「
周
防
産
物
名
寄
」
に
は
、
防
長
両
国
の
動
植
物
の
名
称
が
収
録

さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
米
は
「
穀
類
」
の
冒
頭
に
、
早
稲
・
中
生
・
晩
生
・

餅
稲
の
順
で
列
挙
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
長
門
国
の
早
稲
と
し
て
、
次
の
も

の
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

白
早
稲 

 

助
五
郎 

 

カ
バ
シ
コ 

 

早
比
国
（
早
北
国
） 

 

青
早
ワ
セ 

 

白
大
唐 

 

赤
大
唐 

 

永
楽 

 
熊
野
早
稲 

ボ
ウ
ク
ロ
ウ 

 

南
明
寺 

 

イ
ヲ
リ
コ 

 

七
日
ガ
ウ 

京
早
稲 

 

北
国 

 

ザ
ラ
ユ 

 

籾
ジ
ロ 

 

四
国 

森
ノ
ワ
キ 

 

黒
早
稲 

 

五
郎
三
郎 

 

助
九
郎 

 

ヘ
ン
ト
ウ 

 

ジ
ュ
ウ
メ
ラ
イ 

 

キ
ジ
ワ
セ 

 

モ
ノ
ワ
セ 

ス
ズ
メ
シ
ラ
ス 

 

ワ
ク
ヤ
マ 

 

ホ
ゴ 

 

ロ
ク
ロ 

チ
ゴ
稲
白
赤 

 

ケ
チ
チ
ミ 

 

ト
サ
ラ 

 

ヨ
シ
カ 

ヒ
キ
ワ
セ 

 

合
わ
せ
て
三
六
種
（
チ
ゴ
稲
を
赤
白
の
二
種
と
し
た
。
以
下
の
分
類
も
同
様
に

数
え
た
）
。
こ
の
ほ
か
中
生
七
一
種
、
晩
生
四
〇
種
、
餅
稲
四
五
種
が
記

さ
れ
る
。
ま
た
周
防
国
の
米
と
し
て
、
早
稲
五
四
種
、
中
生
八
六
種
、
晩

生
五
三
種
、
餅
稲
三
一
種
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

米
の
品
種
に
つ
い
て
、
農
政
の
最
前
線
に
い
た
萩
藩
の
郡
方
役
人
は
、

ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
虫
枯
」
が
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
七
月
、
吉
田
宰
判
の
下
代
を
務

め
た
平
田
惣
左
衛
門
は
宰
判
内
を
視
察
し
、
被
害
状
況
の
報
告
と
対
応
策

に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
早
々
田
か
は
し
こ
・
早

北
国
・
京
わ
せ
之
類
、
何
も
頃
日
者
大
概
実
の
り
、
焼
米
あ
た
り
ニ
ハ
大

形
相
成
申
候
」
と
、
早
稲
の
具
体
名
を
挙
げ
て
い
る
（
４
）
。
も
っ
と
も
各

品
種
の
特
性
や
耕
作
に
か
か
る
知
識
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し 20 

 

                   

【表３】明和期桜田日記 

請求番号 年代 備考

29 宝暦13年4月～明和元年12月 写

30 宝暦14年4月～宝暦14年12月

31 明和2年1月～明和2年12月

32 明和2年1月～明和4年3月 写

33 明和3年1月～明和4年3月

34 明和4年4月～明和4年12月

35 明和4年4月～明和5年4月 写

36 明和5年1月～明和5年4月

37 明和5年4月～明和6年12月 写

38 明和5年4月～明和6年3月

39 明和6年3月～明和6年12月

40 明和7年1月～明和8年12月 写

41 明和7年1月～明和8年3月

42 明和8年3月～明和8年12月

43 明和9年4月25日～明和9年9月28日

44 明和9年10月1日～安永2年4月1日

45 明和9年1月～安永2年3月 写

46 安永元年1月～安永2年3月

請求番号 年代

1 327 宝暦14年1月～3月

2 328 明和元年4月～6月

3 329 明和元年7月～10月

4 330 明和元年11月～閏12月

5 331 明和2年1月～3月

6 332 明和2年4月～7月

7 333 明和2年8月～12月

8 334 明和3年1月～5月7日

9 341 明和4年4月1日～7月

10 342 明和4年8月～12月

11 343 明和5年1月～4月23日

12 351 明和6年3月25日～7月

13 352 明和6年8月～12月

14 353 明和7年1月～4月21日

15 362 明和8年3月23日～5月

16 363 明和8年6月～7月

17 364 明和8年8月～9月

18 365 明和8年10月～12月

19 366 明和9年1月～2月

20 367 明和9年3月～4月25日

【表 1】明和期「江戸記録所日記」 

【表２】明和期「江戸記録所日記」に見える他の記録 

名称 名称

1 桜田日記 10 御案文帳

2 被仰上帳 11 古案

3 被仰出帳 12 御規式帳

4 御判司方控 13 御目見帳

5 仕出帳 14 御月次御礼之一巻

6 御家督御祝儀一巻帳 15 御家督方別帳

7 御叙爵帳 16 前髪被為執…別帳

8 御官位一巻帳 17 御縁組帳

9 御招請一巻帳 18 御産帳

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
一



  

 

1 

五
反
田 

山
か
迫 

同
所 

以
上 

 

は
じ
め
に 

 

小
稿
は
、
近
世
の
防
長
両
国
で
作
付
け
さ
れ
て
い
た
「
米
」
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
萩
藩
領
の
「
米
」
を
分
析
対

象
と
す
る
。 

近
世
は
石
高
制
の
社
会
で
、
検
地
に
よ
っ
て
田
畠
・
屋
敷
な
ど
土
地

一
筆
一
筆
の
面
積
・
石
高
・
名
請
人
（
年
貢
の
納
入
責
任
者
）
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
ら
は
「
検
地
帳
」
に
登
載
さ
れ
た
。
登
載
の
土
地
は
、
石
高
す
な
わ

ち
米
の
収
穫
量
（
生
産
高
）
で
表
現
さ
れ
、
土
地
一
筆
ご
と
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
穂
ノ
木
」
（
地
字
）
、
面
積
、
石
高
、
名
請
人
が
記
さ
れ
た
。 

萩
藩
領
で
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
以
降
、
「
春
定
法
」
に
よ

っ
て
毎
年
耕
作
に
入
る
前
に
、
秋
に
納
め
る
べ
き
年
貢
を
記
し
た
「
下
札
」 

(

春
定
下
札)

が
個
々
の
名
請
人
に
渡
さ
れ
た
（
１
）

。
「
名
寄
帳
」(

春
定
名
寄

帳)

は
、
個
々
の
名
請
人
が
納
め
る
年
貢
を
記
し
た
帳
簿
で
、
換
言
す
れ

ば
、
「
下
札
」
を
ま
と
め
た
帳
簿
で
あ
る
。
次
の
記
載
例
は
、
文
政
年
間

の
「
吉
敷
郡
中
郷
田
畠
御
物
成
春
定
人
別
名
寄
帳
」
の
一
部
で
あ
る
（
２
）

。 

源
左
衛
門 

 

田
壱
畝
拾
八
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
斗
壱
升
弐
合 

 

田
六
畝
拾
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
石
六
斗
壱
升
五
合 

 

（
中
略
） 

 

畠
壱
畝
拾
三
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
升
七
合 

 

（
中
略
） 

 

田
畠
数
四
反
九
畝
弐
拾
六
歩 

 

米
八
石
七
斗
七
升
壱
合 

 
 
 

内 

 

畠
七
畝
拾
弐
歩 

 
 

八
斗
弐
升
七
合 

田
四
反
弐
畝
拾
四
歩 

―
 

大
唐
米
を
中
心
に ―

 

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て 

河
本 

福
美 

  

 

2 

残
七
石
九
斗
四
升
四
合 

右
物
成 

 
 
 

三
石
壱
斗
七
升
七
合
六
勺 

右
口
米 

 
 
 

九
升
五
合
三
勺
三
才 

 
 

（
以
下
略
） 

冒
頭
の
源
左
衛
門
が
名
請
す
る
田
畠
一
筆
一
筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
面

積
と
石
高
の
合
計
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
畠
方
の
面
積
・
石
高
を
差
し

引
い
て
田
方
の
面
積
と
石
高
の
合
計
を
出
し
、
源
左
衛
門
の
納
め
る
べ
き

年
貢
高
（
四
つ
物
成
）
が
記
さ
れ
る
。
帳
簿
に
は
、
年
貢
の
石
高
が
記
さ

れ
る
の
み
で
、
納
め
る
べ
き
年
貢
米
の
品
種
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、

ま
た
指
定
さ
れ
た
も
の
も
な
い
。 

以
下
、
品
種
を
含
め
て
当
時
の
萩
藩
領
の
米
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

一 

萩
藩
領
の
米
の
品
種 

 

元
文
期
（
一
七
三
六
～
一
七
四
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
長
門
産
物
名

寄
」
・
「
周
防
産
物
名
寄
」
に
は
、
防
長
両
国
の
動
植
物
の
名
称
が
収
録

さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
米
は
「
穀
類
」
の
冒
頭
に
、
早
稲
・
中
生
・
晩
生
・

餅
稲
の
順
で
列
挙
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
長
門
国
の
早
稲
と
し
て
、
次
の
も

の
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

白
早
稲 
 

助
五
郎 

 

カ
バ
シ
コ 

 

早
比
国
（
早
北
国
） 

 

青
早
ワ
セ 

 

白
大
唐 

 

赤
大
唐 

 

永
楽 

 

熊
野
早
稲 

ボ
ウ
ク
ロ
ウ 

 

南
明
寺 

 

イ
ヲ
リ
コ 

 

七
日
ガ
ウ 

京
早
稲 

 

北
国 

 

ザ
ラ
ユ 

 

籾
ジ
ロ 

 

四
国 

森
ノ
ワ
キ 

 

黒
早
稲 

 

五
郎
三
郎 

 

助
九
郎 

 

ヘ
ン
ト
ウ 

 

ジ
ュ
ウ
メ
ラ
イ 

 

キ
ジ
ワ
セ 

 

モ
ノ
ワ
セ 

ス
ズ
メ
シ
ラ
ス 

 

ワ
ク
ヤ
マ 

 

ホ
ゴ 

 

ロ
ク
ロ 

チ
ゴ
稲
白
赤 

 

ケ
チ
チ
ミ 

 

ト
サ
ラ 

 

ヨ
シ
カ 

ヒ
キ
ワ
セ 

 

合
わ
せ
て
三
六
種
（
チ
ゴ
稲
を
赤
白
の
二
種
と
し
た
。
以
下
の
分
類
も
同
様
に

数
え
た
）
。
こ
の
ほ
か
中
生
七
一
種
、
晩
生
四
〇
種
、
餅
稲
四
五
種
が
記

さ
れ
る
。
ま
た
周
防
国
の
米
と
し
て
、
早
稲
五
四
種
、
中
生
八
六
種
、
晩

生
五
三
種
、
餅
稲
三
一
種
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

米
の
品
種
に
つ
い
て
、
農
政
の
最
前
線
に
い
た
萩
藩
の
郡
方
役
人
は
、

ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
虫
枯
」
が
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
七
月
、
吉
田
宰
判
の
下
代
を
務

め
た
平
田
惣
左
衛
門
は
宰
判
内
を
視
察
し
、
被
害
状
況
の
報
告
と
対
応
策

に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
早
々
田
か
は
し
こ
・
早

北
国
・
京
わ
せ
之
類
、
何
も
頃
日
者
大
概
実
の
り
、
焼
米
あ
た
り
ニ
ハ
大

形
相
成
申
候
」
と
、
早
稲
の
具
体
名
を
挙
げ
て
い
る
（
４
）
。
も
っ
と
も
各

品
種
の
特
性
や
耕
作
に
か
か
る
知
識
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
二



  

 

1 

五
反
田 

山
か
迫 

同
所 

以
上 

 

は
じ
め
に 

 

小
稿
は
、
近
世
の
防
長
両
国
で
作
付
け
さ
れ
て
い
た
「
米
」
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
萩
藩
領
の
「
米
」
を
分
析
対

象
と
す
る
。 

近
世
は
石
高
制
の
社
会
で
、
検
地
に
よ
っ
て
田
畠
・
屋
敷
な
ど
土
地

一
筆
一
筆
の
面
積
・
石
高
・
名
請
人
（
年
貢
の
納
入
責
任
者
）
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
ら
は
「
検
地
帳
」
に
登
載
さ
れ
た
。
登
載
の
土
地
は
、
石
高
す
な
わ

ち
米
の
収
穫
量
（
生
産
高
）
で
表
現
さ
れ
、
土
地
一
筆
ご
と
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
穂
ノ
木
」
（
地
字
）
、
面
積
、
石
高
、
名
請
人
が
記
さ
れ
た
。 

萩
藩
領
で
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
以
降
、
「
春
定
法
」
に
よ

っ
て
毎
年
耕
作
に
入
る
前
に
、
秋
に
納
め
る
べ
き
年
貢
を
記
し
た
「
下
札
」 

(

春
定
下
札)

が
個
々
の
名
請
人
に
渡
さ
れ
た
（
１
）

。
「
名
寄
帳
」(

春
定
名
寄

帳)

は
、
個
々
の
名
請
人
が
納
め
る
年
貢
を
記
し
た
帳
簿
で
、
換
言
す
れ

ば
、
「
下
札
」
を
ま
と
め
た
帳
簿
で
あ
る
。
次
の
記
載
例
は
、
文
政
年
間

の
「
吉
敷
郡
中
郷
田
畠
御
物
成
春
定
人
別
名
寄
帳
」
の
一
部
で
あ
る
（
２
）

。 

源
左
衛
門 

 

田
壱
畝
拾
八
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
斗
壱
升
弐
合 

 

田
六
畝
拾
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
石
六
斗
壱
升
五
合 

 

（
中
略
） 

 

畠
壱
畝
拾
三
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
升
七
合 

 

（
中
略
） 

 

田
畠
数
四
反
九
畝
弐
拾
六
歩 

 

米
八
石
七
斗
七
升
壱
合 

 
 
 

内 

 

畠
七
畝
拾
弐
歩 

 
 

八
斗
弐
升
七
合 

田
四
反
弐
畝
拾
四
歩 

―
 

大
唐
米
を
中
心
に ―

 

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て 

河
本 

福
美 
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残
七
石
九
斗
四
升
四
合 

右
物
成 

 
 
 

三
石
壱
斗
七
升
七
合
六
勺 

右
口
米 

 
 
 

九
升
五
合
三
勺
三
才 

 
 

（
以
下
略
） 

冒
頭
の
源
左
衛
門
が
名
請
す
る
田
畠
一
筆
一
筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
面

積
と
石
高
の
合
計
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
畠
方
の
面
積
・
石
高
を
差
し

引
い
て
田
方
の
面
積
と
石
高
の
合
計
を
出
し
、
源
左
衛
門
の
納
め
る
べ
き

年
貢
高
（
四
つ
物
成
）
が
記
さ
れ
る
。
帳
簿
に
は
、
年
貢
の
石
高
が
記
さ

れ
る
の
み
で
、
納
め
る
べ
き
年
貢
米
の
品
種
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、

ま
た
指
定
さ
れ
た
も
の
も
な
い
。 

以
下
、
品
種
を
含
め
て
当
時
の
萩
藩
領
の
米
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

一 

萩
藩
領
の
米
の
品
種 

 

元
文
期
（
一
七
三
六
～
一
七
四
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
長
門
産
物
名

寄
」
・
「
周
防
産
物
名
寄
」
に
は
、
防
長
両
国
の
動
植
物
の
名
称
が
収
録

さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
米
は
「
穀
類
」
の
冒
頭
に
、
早
稲
・
中
生
・
晩
生
・

餅
稲
の
順
で
列
挙
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
長
門
国
の
早
稲
と
し
て
、
次
の
も

の
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

白
早
稲 

 

助
五
郎 

 

カ
バ
シ
コ 

 

早
比
国
（
早
北
国
） 

 

青
早
ワ
セ 

 

白
大
唐 

 

赤
大
唐 

 

永
楽 

 

熊
野
早
稲 

ボ
ウ
ク
ロ
ウ 

 

南
明
寺 

 

イ
ヲ
リ
コ 

 

七
日
ガ
ウ 

京
早
稲 

 

北
国 

 

ザ
ラ
ユ 

 

籾
ジ
ロ 

 

四
国 

森
ノ
ワ
キ 

 

黒
早
稲 

 

五
郎
三
郎 

 

助
九
郎 

 

ヘ
ン
ト
ウ 

 

ジ
ュ
ウ
メ
ラ
イ 

 

キ
ジ
ワ
セ 

 

モ
ノ
ワ
セ 

ス
ズ
メ
シ
ラ
ス 

 

ワ
ク
ヤ
マ 

 

ホ
ゴ 

 

ロ
ク
ロ 

チ
ゴ
稲
白
赤 

 

ケ
チ
チ
ミ 

 

ト
サ
ラ 

 

ヨ
シ
カ 

ヒ
キ
ワ
セ 

 

合
わ
せ
て
三
六
種
（
チ
ゴ
稲
を
赤
白
の
二
種
と
し
た
。
以
下
の
分
類
も
同
様
に

数
え
た
）
。
こ
の
ほ
か
中
生
七
一
種
、
晩
生
四
〇
種
、
餅
稲
四
五
種
が
記

さ
れ
る
。
ま
た
周
防
国
の
米
と
し
て
、
早
稲
五
四
種
、
中
生
八
六
種
、
晩

生
五
三
種
、
餅
稲
三
一
種
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

米
の
品
種
に
つ
い
て
、
農
政
の
最
前
線
に
い
た
萩
藩
の
郡
方
役
人
は
、

ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
虫
枯
」
が
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
七
月
、
吉
田
宰
判
の
下
代
を
務

め
た
平
田
惣
左
衛
門
は
宰
判
内
を
視
察
し
、
被
害
状
況
の
報
告
と
対
応
策

に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
早
々
田
か
は
し
こ
・
早

北
国
・
京
わ
せ
之
類
、
何
も
頃
日
者
大
概
実
の
り
、
焼
米
あ
た
り
ニ
ハ
大

形
相
成
申
候
」
と
、
早
稲
の
具
体
名
を
挙
げ
て
い
る
（
４
）
。
も
っ
と
も
各

品
種
の
特
性
や
耕
作
に
か
か
る
知
識
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
三
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（
当
職
毛
利
就
直
） 

 （
当
役
粟
屋
就
貞
） 

（
江
戸
加
判
役
国
司
広
通
） 

（
貞
享
三
年
） 

之
哉
、
左
候
者
右
之
御
米
大
坂
江
被
指
上
せ
売
払
代
銀
爰
元
江
差
上

せ
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
御
膳
米
之
儀
ハ
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅

米
如
早
晩
当
年
茂
差
廻
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
御
国
上
米
之
儀
者
御
裏

女
中
扶
持
方
ニ
渡
さ
せ
申
儀
候
条
、
於
爰
元
買
立
ニ
申
付
候
へ
ハ
運

賃
旁
茂
御
勝
手
ニ
相
成
、
其
上
海
上
心
遣
茂
無
之
候
故
、
御
問
合
被

成
候
通
令
承
知
候
、
御
存
之
通
ニ
、
前
々
ハ
爰
元
米
高
直
ニ
付
而
御

国
米
被
差
廻
来
り
候
へ
共
、
近
年
ハ
御
当
地
茂
下
直
ニ
相
成
た
る
儀

候
間
、
運
賃
旁
指
引
被
仰
付
候
者
、
御
不
勝
手
ニ
当
可
申
様
ニ
存
候
、

然
者
右
之
四
百
石
米
之
内
三
百
五
拾
石
ハ
於
大
坂
売
立
ニ
仕
、
其
代

銀
爰
元
江
指
上
せ
候
様
可
被
仰
付
候
、
左
候
者
爰
元
ニ
て
時
々
買
得

仕
候
様
可
申
付
候
、
残
五
拾
石
之
儀
者
熊
毛
室
積
米
被
差
廻
候
、
是

者
其
元
ゟ
参
候
御
膳
米
不
足
付
而
、
右
之
室
積
米
を
足
ニ
遣
、
御
勝

手
ニ
相
成
事
候
、
尾
張
上
米
御
買
せ
候
時
者
、
殊
外
御
不
勝
手
ニ
候

条
、
室
積
米
五
拾
石
幷
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅
米
之
儀
ハ
例
年
之

分
今
年
茂
差
廻
候
様
弥
可
被
仰
付
候
、
右
之
御
米
大
廻
り
ニ
て
俵
こ

し
ら
へ
な
と
損
申
之
由
候
条
、
於
大
坂
随
分
念
を
入
船
積
申
付
候
様

ニ
被
仰
付
可
然
存
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 

三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 

粟 

帯
刀 

国 

主
計 

 
 
 
 
 
 
 

毛 

市
正
様 

当
時
の
萩
藩
の
重
要
課
題
は
、
財
政
難
の
克
服
で
あ
っ
た
。
す
で
に

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
五
ヶ
年
の
予
定
で
仕
組
（
し
く
み
、
行
財
政

改
革
）
を
開
始
し
た
。
こ
の
仕
組
は
、
家
臣
の
知
行
所
を
五
ヶ
年
上
知
し

て
進
め
ら
れ
、
貞
享
三
年
は
仕
組
の
最
終
年
に
あ
た
り
、
検
地
（
貞
享
検

      
写真２  当役粟屋就貞・江戸加判役国司広通連署用状(部分) 

「貞享三年 御用状扣一」毛利家文庫49状控類1(4の1)。 
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地
）
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
（

13
）

。 

用
状
の
前
半
は
、
当
職
毛
利
就
直
の
江
戸
廻
米
に
か
か
る
提
案
に
対

す
る
粟
屋
・
国
司
の
回
答
で
あ
る
。
就
直
の
提
案
は
、
例
年
国
元
か
ら
江

戸
へ
送
る
「
御
国
上
米
四
〇
〇
石
」(

「
御
裏
女
中
扶
持
方
」)

は
、
「
御
不

勝
手
ニ
候
間
」
つ
ま
り
財
政
難
な
の
で
、
今
後
は
江
戸
で
買
得
す
る
よ
う

に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
提
案
が
通
れ
ば
、
「
御
国
上
米
」
の
う
ち
三
五
〇
石
を
大
坂
市

場
で
売
却
し
て
、
そ
の
代
銀
を
江
戸
へ
送
付
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
米
の
江
戸
廻
送
の
際
に
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
、
難
船
等
の
リ
ス

ク
を
回
避
で
き
、
し
か
も
経
費
（
運
賃
等
）
も
節
約
で
き
る
と
し
て
い
る
。

以
前
は
高
か
っ
た
江
戸
の
米
相
場
が
、
近
年
は
「
下
直
」
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
相
場
の
条
件
が
、
そ
う
し
た
判
断
の
背
景
に
あ
る
よ
う
だ
。 

江
戸
方
の
裏
女
中
扶
持
方
に
「
御
国
上
米
」
三
五
〇
石
を
充
て
る
と

し
て
い
る
が
、
表
１
に
よ
れ
ば
、
約
四
五
〇
石
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の

数
値
は
用
状
の
一
年
前
の
も
の
で
、
そ
の
後
、
景
徳
院(

谷
姫)

が
亡
く
な

り
、
そ
の
分
を
引
き
去
る
と
約
四
〇
〇
石
と
な
る
の
で
、
扶
持
方
四
〇
〇

石
は
妥
当
な
数
値
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
か
ら
五
〇
石
を
除
い
て
三
五

〇
石
を
扶
持
方
に
充
て
る
と
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
（

14
）

。 

表１ 貞享２年（1685）の御裏衆 

御裏衆 人数 扶持(人) 石高 

御上臈衆 5 33 59.40  

殿様衆 16 45.6 82.08  

青陽院様衆 3 11 19.80  

紀伊守様御前

様 
26 68 122.40  

景徳院様衆 10 25 45.00  

政所様衆 7 32 57.60  

女房衆 1 2 3.60  

龍昌院様衆 9 33 59.40  

  77 249.6 449.28  

【典拠】毛利家文庫52給禄76（2の2）「貞享二

年 無給帳」。 

（註）紀伊守様御前様付きに続いて、お品姫様付

きの女中の記載があるが、同一人物なのでまとめ

て数値をあげた。また「天和三年無給帳」給禄75

（4の4）の「お品姫」付き女中衆の名前が引き続

き登載されるが、朱線が文字脇にある。これを抹

消線と解釈して一覧表には取り上げなかった。 

 

表２ 文化8年(1811)萩藩の御膳米 

御膳米 米（石） 

藩主（斉煕） 22.000  

御前様 20.000  

貞操院（斉房室） 20.000  

邦媛院（治親室） 25.000  

揺台院（重就九女） 13.200  

賀寿姫（斉煕長女） 7.000  

小計 107.200  

殿様在国中御膳米・用

心米 
55.862  

早稲飯米 0.090  

総計 163.152  

【典拠】毛利家文庫9諸省484「文化八未年上々様

方御仕渡其外御分配上々様御膳米御膳籾御早稲米付

立幷定御仕送り米銀之次第」。 

（註）①御膳籾で計上しており、藩主は籾40石。

籾摺率は5合5勺摺で計算するので22石となる。在

国中の御膳米・用心米は籾101石56732、同様の籾摺

率であった。②早稲飯米は、藩主・御前様・邦媛

院・貞操院・揺台院・賀寿姫・兼之進・天真院に各

0.01石。兼之進は、重就六男親著二男。天真院は、

重就側室（田中内蔵助利和女）。 
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な
い
。 

ま
た
後
年
に
な
る
が
、
天
保

五
年
（
一
八
三
四
）
二
月
、
郡

奉
行
伊
藤
喜
右
衛
門
は
、
筑
後

国
か
ら
「
畠
大
稲
唯
米
之
種
籾

幷
作
り
方
之
書
面
」
を
取
り
寄

せ
て
各
代
官
を
通
じ
て
試
作
の

希
望
者
を
募
集
し
た
。
宰
判
別

に
「
種
籾
壱
合
位
」
の
割
り
当

て
と
し
た
。
こ
の
稲
は
「
尋
常

之
畠
稲
共
違
ひ
、
別
而
余
分
之

所
務
有
之
」
と
い
う
見
込
み
だ

っ
た
が
、
吉
田
宰
判
で
は
土
地

と
の
相
性
も
あ
っ
て
芳
し
く
な

か
っ
た
よ
う
だ
（
５
）
。
こ
れ
は

萩
藩
が
他
国
の
米
を
移
入
し
て

米
の
収
量
増
大
を
め
ざ
し
た
施

策
で
あ
り
、
産
物
取
立
の
一
つ

だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
藩
に
よ

る
農
業
へ
の
梃
子
入
れ
、
技
術

の
導
入
に
つ
い
て
具
体
的
に
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。 

一
方
、
村
々
の
百
姓
た
ち
は
稲
の
種
籾
を
管
理
し
、
次
の
年
の
作
付
け

に
備
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
た
の
か
（
６
）

。

県
内
の
自
治
体
史
の
な
か
に
、
百
姓
が
種
籾
を
管
理
し
た
具
体
例
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
萩
藩
領
上
関
宰
判
佐
合
島(

佐
郷
島)

の

佐
川
家
は
、
前
期
に
は
庄
屋
、
中
期
以
降
は
畔
頭
を
務
め
た
。
伝
来
文
書

は
、
公
務
や
家
政
・
経
営
の
ほ
か
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
大
部
分

は
当
館
が
所
蔵
し
閲
覧
に
供
し
て
い
る
（
７
）

。
写
真
１
は
、
「
苗
代
種
播

き
付
立
」
（
元
文
六
年
〈
一
七
四
一
〉
三
月
～
宝
暦
三
年
〈
一
七
五
二
〉
三
月
）

の
元
文
六
年
（
寛
保
元
年
）
の
も
の
で
あ
る(

８)

。 

三
月
十
六
日
ま
き 

一
神
田
弐
ヶ
所 

源
六 

 

弐
斗
五
升 

 
 
 

（
中
略
） 

以
上
五
斗
壱
升 

同
日 

一
と
う
ノ
ま
へ 

か
ゝ
餅 

壱
斗
五
升 

 

（
中
略
） 

以
上
三
斗
五
升 

同
日 

一
瀬
戸
壱
町
田 

宝
永 

 

六
升 

 
写真１ 苗代種播き付立  当館蔵 平生町佐合島佐川家文書524。 
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（
中
略
） 

以
上
壱
斗
弐
升 

五
月
六
日
植 

一
田
浦
・
く
し
け
田
弐
ヶ
所 

こ
こ
に
は
、
田
一
筆
ご
と
に
品
種
と
種
籾
の
量
が
記
さ
れ
て
お
り
、
品
種

と
し
て
源
六
・
か
ゝ
餅
・
宝
永
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
籾
播
や
田
植
え

の
時
期
も
記
録
さ
れ
て
い
て
、
佐
川
家
が
江
戸
中
期
以
降
に
作
付
け
し
た

米
の
品
種
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。『
平
生
町
史
』
は
、
こ
の
史
料
と
寛

政
七
年
（
一
七
九
五
）
以
降
を
記
す
史
料
を
使
っ
て
一
覧
表
を
作
成
し
て

い
る
（
９
）
。
そ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、「
源
六
」
と
い
う
品
種
は
、
寛
保
元

年
か
ら
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
ま
で
一
〇
年
続
け
て
作
付
け
し
て
い
る
。

「
か
ゝ
餅
」
は
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
ま
で
続
く
が
、「
宝
永
」
は
寛

保
三
年
が
最
後
と
な
っ
て
い
る
。「
い
よ
わ
せ
」・「
き
ち
わ
せ
」
と
い
う

品
種
は
、「
か
ゝ
餅
」
と
同
様
に
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
作
付
け
さ
れ
た
。

し
か
し
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
佐
川
家
で
は
、
比
較
的
短
い
期
間
で
新
し

い
品
種
に
切
り
替
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

ま
た
『
豊
田
町
史
』（
10
）

に
は
、
長
府
藩
領
豊
浦
郡
高
山
村
の
庄
屋
を

務
め
た
、
重
村
家
で
植
え
ら
れ
て
い
た
稲
の
品
種
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

同
家
で
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
は
「
黒
早
稲
・
弐
本
稲
・
白

四
国
・
あ
じ
よ
し
・
美
喜
糯
」
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
～
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
の
間
は
、
早
生
で
は
「
広
島
早
生
」「
因
幡
糯
」（
因
幡
糯
は

安
政
四
年
か
ら
）
が
毎
年
植
え
ら
れ
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
以
前
は

「
麻
生
早
生
・
小
坊
主
」、
以
後
は
「
か
ん
ぼ
う
・
白
稲
・
大
坊
主
」
が

作
付
け
さ
れ
た
。
中
生
で
は
、
短
期
間
に
品
種
の
変
動
が
見
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
稲
作
に
関
し
て
当
時
の
人
々
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
よ
り

良
い
と
思
わ
れ
る
稲
の
品
種
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
作
付
け
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。 

近
世
に
お
け
る
米
の
新
た
な
品
種
は
、
自
然
交
配
や
突
然
変
異
等
で
生

ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
採
用
は
よ
り
優
れ
た
品
種
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て

き
た
、
当
時
の
人
々
の
観
察
力
に
よ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（

11
）

。
収

量
や
食
味
、
災
害
へ
の
耐
性
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
、
よ
り
良
い
米
の
品

種
の
種
籾
は
大
切
に
管
理
・
継
承
さ
れ
て
い
た
。 

 

二 

貞
享
期
萩
藩
の
江
戸
廻
米 

 

次
の
史
料
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
三
月
十
日
付
け
で
、
萩
藩
の

当
役
粟
屋
就
貞
・
江
戸
加
判
役
国
司
広
通
が
国
元
の
当
職
毛
利
就
直
へ
宛

て
た
用
状
で
あ
る
（

12
）

。 
御
状
拝
見
仕
候
、
例
年
御
国
上
米
四
百
石
被
指
廻
候
へ
と
も
、
御
不

勝
手
ニ
候
間
、
向
後
者
於
爰
元
御
買
立
ニ
被
仰
付
候
て
ハ
如
何
可
有

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
四
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（
当
職
毛
利
就
直
） 

 （
当
役
粟
屋
就
貞
） 

（
江
戸
加
判
役
国
司
広
通
） 

（
貞
享
三
年
） 

之
哉
、
左
候
者
右
之
御
米
大
坂
江
被
指
上
せ
売
払
代
銀
爰
元
江
差
上

せ
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
御
膳
米
之
儀
ハ
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅

米
如
早
晩
当
年
茂
差
廻
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
御
国
上
米
之
儀
者
御
裏

女
中
扶
持
方
ニ
渡
さ
せ
申
儀
候
条
、
於
爰
元
買
立
ニ
申
付
候
へ
ハ
運

賃
旁
茂
御
勝
手
ニ
相
成
、
其
上
海
上
心
遣
茂
無
之
候
故
、
御
問
合
被

成
候
通
令
承
知
候
、
御
存
之
通
ニ
、
前
々
ハ
爰
元
米
高
直
ニ
付
而
御

国
米
被
差
廻
来
り
候
へ
共
、
近
年
ハ
御
当
地
茂
下
直
ニ
相
成
た
る
儀

候
間
、
運
賃
旁
指
引
被
仰
付
候
者
、
御
不
勝
手
ニ
当
可
申
様
ニ
存
候
、

然
者
右
之
四
百
石
米
之
内
三
百
五
拾
石
ハ
於
大
坂
売
立
ニ
仕
、
其
代

銀
爰
元
江
指
上
せ
候
様
可
被
仰
付
候
、
左
候
者
爰
元
ニ
て
時
々
買
得

仕
候
様
可
申
付
候
、
残
五
拾
石
之
儀
者
熊
毛
室
積
米
被
差
廻
候
、
是

者
其
元
ゟ
参
候
御
膳
米
不
足
付
而
、
右
之
室
積
米
を
足
ニ
遣
、
御
勝

手
ニ
相
成
事
候
、
尾
張
上
米
御
買
せ
候
時
者
、
殊
外
御
不
勝
手
ニ
候

条
、
室
積
米
五
拾
石
幷
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅
米
之
儀
ハ
例
年
之

分
今
年
茂
差
廻
候
様
弥
可
被
仰
付
候
、
右
之
御
米
大
廻
り
ニ
て
俵
こ

し
ら
へ
な
と
損
申
之
由
候
条
、
於
大
坂
随
分
念
を
入
船
積
申
付
候
様

ニ
被
仰
付
可
然
存
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 

三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 

粟 

帯
刀 

国 

主
計 

 
 
 
 
 
 
 

毛 

市
正
様 

当
時
の
萩
藩
の
重
要
課
題
は
、
財
政
難
の
克
服
で
あ
っ
た
。
す
で
に

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
五
ヶ
年
の
予
定
で
仕
組
（
し
く
み
、
行
財
政

改
革
）
を
開
始
し
た
。
こ
の
仕
組
は
、
家
臣
の
知
行
所
を
五
ヶ
年
上
知
し

て
進
め
ら
れ
、
貞
享
三
年
は
仕
組
の
最
終
年
に
あ
た
り
、
検
地
（
貞
享
検

      
写真２  当役粟屋就貞・江戸加判役国司広通連署用状(部分) 

「貞享三年 御用状扣一」毛利家文庫49状控類1(4の1)。 
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地
）
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
（

13
）

。 

用
状
の
前
半
は
、
当
職
毛
利
就
直
の
江
戸
廻
米
に
か
か
る
提
案
に
対

す
る
粟
屋
・
国
司
の
回
答
で
あ
る
。
就
直
の
提
案
は
、
例
年
国
元
か
ら
江

戸
へ
送
る
「
御
国
上
米
四
〇
〇
石
」(

「
御
裏
女
中
扶
持
方
」)

は
、
「
御
不

勝
手
ニ
候
間
」
つ
ま
り
財
政
難
な
の
で
、
今
後
は
江
戸
で
買
得
す
る
よ
う

に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
提
案
が
通
れ
ば
、
「
御
国
上
米
」
の
う
ち
三
五
〇
石
を
大
坂
市

場
で
売
却
し
て
、
そ
の
代
銀
を
江
戸
へ
送
付
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
米
の
江
戸
廻
送
の
際
に
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
、
難
船
等
の
リ
ス

ク
を
回
避
で
き
、
し
か
も
経
費
（
運
賃
等
）
も
節
約
で
き
る
と
し
て
い
る
。

以
前
は
高
か
っ
た
江
戸
の
米
相
場
が
、
近
年
は
「
下
直
」
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
相
場
の
条
件
が
、
そ
う
し
た
判
断
の
背
景
に
あ
る
よ
う
だ
。 

江
戸
方
の
裏
女
中
扶
持
方
に
「
御
国
上
米
」
三
五
〇
石
を
充
て
る
と

し
て
い
る
が
、
表
１
に
よ
れ
ば
、
約
四
五
〇
石
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の

数
値
は
用
状
の
一
年
前
の
も
の
で
、
そ
の
後
、
景
徳
院(

谷
姫)

が
亡
く
な

り
、
そ
の
分
を
引
き
去
る
と
約
四
〇
〇
石
と
な
る
の
で
、
扶
持
方
四
〇
〇

石
は
妥
当
な
数
値
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
か
ら
五
〇
石
を
除
い
て
三
五

〇
石
を
扶
持
方
に
充
て
る
と
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
（

14
）

。 

表１ 貞享２年（1685）の御裏衆 

御裏衆 人数 扶持(人) 石高 

御上臈衆 5 33 59.40  

殿様衆 16 45.6 82.08  

青陽院様衆 3 11 19.80  

紀伊守様御前

様 
26 68 122.40  

景徳院様衆 10 25 45.00  

政所様衆 7 32 57.60  

女房衆 1 2 3.60  

龍昌院様衆 9 33 59.40  

  77 249.6 449.28  

【典拠】毛利家文庫52給禄76（2の2）「貞享二

年 無給帳」。 

（註）紀伊守様御前様付きに続いて、お品姫様付

きの女中の記載があるが、同一人物なのでまとめ

て数値をあげた。また「天和三年無給帳」給禄75

（4の4）の「お品姫」付き女中衆の名前が引き続

き登載されるが、朱線が文字脇にある。これを抹

消線と解釈して一覧表には取り上げなかった。 

 

表２ 文化8年(1811)萩藩の御膳米 

御膳米 米（石） 

藩主（斉煕） 22.000  

御前様 20.000  

貞操院（斉房室） 20.000  

邦媛院（治親室） 25.000  

揺台院（重就九女） 13.200  

賀寿姫（斉煕長女） 7.000  

小計 107.200  

殿様在国中御膳米・用

心米 
55.862  

早稲飯米 0.090  

総計 163.152  

【典拠】毛利家文庫9諸省484「文化八未年上々様

方御仕渡其外御分配上々様御膳米御膳籾御早稲米付

立幷定御仕送り米銀之次第」。 

（註）①御膳籾で計上しており、藩主は籾40石。

籾摺率は5合5勺摺で計算するので22石となる。在

国中の御膳米・用心米は籾101石56732、同様の籾摺

率であった。②早稲飯米は、藩主・御前様・邦媛

院・貞操院・揺台院・賀寿姫・兼之進・天真院に各

0.01石。兼之進は、重就六男親著二男。天真院は、

重就側室（田中内蔵助利和女）。 
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な
い
。 

ま
た
後
年
に
な
る
が
、
天
保

五
年
（
一
八
三
四
）
二
月
、
郡

奉
行
伊
藤
喜
右
衛
門
は
、
筑
後

国
か
ら
「
畠
大
稲
唯
米
之
種
籾

幷
作
り
方
之
書
面
」
を
取
り
寄

せ
て
各
代
官
を
通
じ
て
試
作
の

希
望
者
を
募
集
し
た
。
宰
判
別

に
「
種
籾
壱
合
位
」
の
割
り
当

て
と
し
た
。
こ
の
稲
は
「
尋
常

之
畠
稲
共
違
ひ
、
別
而
余
分
之

所
務
有
之
」
と
い
う
見
込
み
だ

っ
た
が
、
吉
田
宰
判
で
は
土
地

と
の
相
性
も
あ
っ
て
芳
し
く
な

か
っ
た
よ
う
だ
（
５
）
。
こ
れ
は

萩
藩
が
他
国
の
米
を
移
入
し
て

米
の
収
量
増
大
を
め
ざ
し
た
施

策
で
あ
り
、
産
物
取
立
の
一
つ

だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
藩
に
よ

る
農
業
へ
の
梃
子
入
れ
、
技
術

の
導
入
に
つ
い
て
具
体
的
に
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。 

一
方
、
村
々
の
百
姓
た
ち
は
稲
の
種
籾
を
管
理
し
、
次
の
年
の
作
付
け

に
備
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
た
の
か
（
６
）

。

県
内
の
自
治
体
史
の
な
か
に
、
百
姓
が
種
籾
を
管
理
し
た
具
体
例
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
萩
藩
領
上
関
宰
判
佐
合
島(

佐
郷
島)

の

佐
川
家
は
、
前
期
に
は
庄
屋
、
中
期
以
降
は
畔
頭
を
務
め
た
。
伝
来
文
書

は
、
公
務
や
家
政
・
経
営
の
ほ
か
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
大
部
分

は
当
館
が
所
蔵
し
閲
覧
に
供
し
て
い
る
（
７
）

。
写
真
１
は
、
「
苗
代
種
播

き
付
立
」
（
元
文
六
年
〈
一
七
四
一
〉
三
月
～
宝
暦
三
年
〈
一
七
五
二
〉
三
月
）

の
元
文
六
年
（
寛
保
元
年
）
の
も
の
で
あ
る(

８)

。 

三
月
十
六
日
ま
き 

一
神
田
弐
ヶ
所 

源
六 

 

弐
斗
五
升 

 
 
 

（
中
略
） 

以
上
五
斗
壱
升 

同
日 

一
と
う
ノ
ま
へ 

か
ゝ
餅 

壱
斗
五
升 

 

（
中
略
） 

以
上
三
斗
五
升 

同
日 

一
瀬
戸
壱
町
田 

宝
永 

 

六
升 

 
写真１ 苗代種播き付立  当館蔵 平生町佐合島佐川家文書524。 
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（
中
略
） 

以
上
壱
斗
弐
升 

五
月
六
日
植 

一
田
浦
・
く
し
け
田
弐
ヶ
所 

こ
こ
に
は
、
田
一
筆
ご
と
に
品
種
と
種
籾
の
量
が
記
さ
れ
て
お
り
、
品
種

と
し
て
源
六
・
か
ゝ
餅
・
宝
永
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
籾
播
や
田
植
え

の
時
期
も
記
録
さ
れ
て
い
て
、
佐
川
家
が
江
戸
中
期
以
降
に
作
付
け
し
た

米
の
品
種
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。『
平
生
町
史
』
は
、
こ
の
史
料
と
寛

政
七
年
（
一
七
九
五
）
以
降
を
記
す
史
料
を
使
っ
て
一
覧
表
を
作
成
し
て

い
る
（
９
）
。
そ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、「
源
六
」
と
い
う
品
種
は
、
寛
保
元

年
か
ら
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
ま
で
一
〇
年
続
け
て
作
付
け
し
て
い
る
。

「
か
ゝ
餅
」
は
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
ま
で
続
く
が
、「
宝
永
」
は
寛

保
三
年
が
最
後
と
な
っ
て
い
る
。「
い
よ
わ
せ
」・「
き
ち
わ
せ
」
と
い
う

品
種
は
、「
か
ゝ
餅
」
と
同
様
に
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
作
付
け
さ
れ
た
。

し
か
し
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
佐
川
家
で
は
、
比
較
的
短
い
期
間
で
新
し

い
品
種
に
切
り
替
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

ま
た
『
豊
田
町
史
』（
10
）

に
は
、
長
府
藩
領
豊
浦
郡
高
山
村
の
庄
屋
を

務
め
た
、
重
村
家
で
植
え
ら
れ
て
い
た
稲
の
品
種
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

同
家
で
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
は
「
黒
早
稲
・
弐
本
稲
・
白

四
国
・
あ
じ
よ
し
・
美
喜
糯
」
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
～
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
の
間
は
、
早
生
で
は
「
広
島
早
生
」「
因
幡
糯
」（
因
幡
糯
は

安
政
四
年
か
ら
）
が
毎
年
植
え
ら
れ
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
以
前
は

「
麻
生
早
生
・
小
坊
主
」、
以
後
は
「
か
ん
ぼ
う
・
白
稲
・
大
坊
主
」
が

作
付
け
さ
れ
た
。
中
生
で
は
、
短
期
間
に
品
種
の
変
動
が
見
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
稲
作
に
関
し
て
当
時
の
人
々
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
よ
り

良
い
と
思
わ
れ
る
稲
の
品
種
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
作
付
け
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。 

近
世
に
お
け
る
米
の
新
た
な
品
種
は
、
自
然
交
配
や
突
然
変
異
等
で
生

ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
採
用
は
よ
り
優
れ
た
品
種
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て

き
た
、
当
時
の
人
々
の
観
察
力
に
よ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（

11
）

。
収

量
や
食
味
、
災
害
へ
の
耐
性
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
、
よ
り
良
い
米
の
品

種
の
種
籾
は
大
切
に
管
理
・
継
承
さ
れ
て
い
た
。 

 

二 

貞
享
期
萩
藩
の
江
戸
廻
米 

 

次
の
史
料
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
三
月
十
日
付
け
で
、
萩
藩
の

当
役
粟
屋
就
貞
・
江
戸
加
判
役
国
司
広
通
が
国
元
の
当
職
毛
利
就
直
へ
宛

て
た
用
状
で
あ
る
（

12
）

。 

御
状
拝
見
仕
候
、
例
年
御
国
上
米
四
百
石
被
指
廻
候
へ
と
も
、
御
不

勝
手
ニ
候
間
、
向
後
者
於
爰
元
御
買
立
ニ
被
仰
付
候
て
ハ
如
何
可
有

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
五
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大
坂
で
売
却
し
な
い
上
米
五
〇
石
は
、
御
膳
米
の
不
足
分
を
補
う
と

し
て
お
り
、
「
熊
毛
室
積
米
」
を
送
付
す
る
の
が
通
例
だ
っ
た
よ
う
だ
。

「
殊
外
御
不
勝
手
」
つ
ま
り
財
政
が
特
に
厳
し
い
と
き
は
「
尾
張
上
米
」

を
購
入
し
て
御
膳
米
と
と
も
に
江
戸
へ
廻
送
す
る
が
、
こ
の
年
は
室
積
米

を
廻
送
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
文
脈
か
ら
、
当
時
の
「
尾
張
上
米
」
が

安
価
だ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

な
お
、
こ
の
五
〇
石
と
「
御
膳
米
」
の
江
戸
廻
送
は
、
「
大
廻
り
」

の
た
め
俵
が
傷
む
の
で
大
坂
で
船
積
み
す
る
際
に
は
念
入
り
に
行
う
こ
と

も
指
示
し
て
い
る
。
紀
伊
半
島
廻
り
で
太
平
洋
を
江
戸
へ
向
か
う
の
は
、

ま
さ
に
「
大
廻
り
」
で
危
険
が
伴
う
も
の
で
、
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
上
方

へ
搬
送
す
る
こ
と
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

「
御
膳
米
」
と
は
、
藩
主
夫
妻
や
子
女
な
ど
の
係
累
に
食
糧
と
し
て

供
さ
れ
た
米
、
つ
ま
り
飯
米
で
あ
る
（

15
）

。
御
膳
米
と
し
て
送
る
よ
う

命
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅
米
で
、
「
如
早
晩
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
史
料
中
に
は
、

石
高
の
記
載
が
な
く
総
石
高
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
か
な
り
年
代
が

降
る
が
、
参
考
例
と
し
て
表
２
を
掲
げ
た
。
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の

御
膳
米
の
配
分
で
、
藩
主
の
斉
煕
を
は
じ
め
六
人
の
合
計
は
一
〇
七
石
二

斗
で
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
も
似
た
よ
う
な
量
の
米
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
藩
主
斉
煕
の
米
は
二
二
石
で
あ
っ
た
が
、
飯
米
以
外
は

副
菜
ほ
か
に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

右
の
御
膳
米
の
う
ち
「
朝
鮮
米
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
事
例
を
確

認
で
き
て
い
な
い
。
文
字
通
り
朝
鮮
の
米
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、

こ
の
時
期
、
朝
鮮
国
と
の
交
易
が
で
き
た
の
は
対
馬
藩
だ
け
で
あ
る
。
対

馬
藩
は
、
飯
米
不
足
を
内
地
の
肥
前
国
田
代
領
か
ら
の
年
貢
米
と
、
朝
鮮

と
の
貿
易
で
得
る
朝
鮮
の
米
で
賄
っ
て
い
た
（

16
）

。
「
朝
鮮
米
」
と
は

朝
鮮
か
ら
移
入
し
た
米
、
あ
る
い
は
対
馬
藩
お
よ
び
対
馬
商
人
が
介
在
し

た
米
を
意
味
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
萩
藩
が
朝
鮮

と
の
交
易
で
「
朝
鮮
米
」
を
直
接
入
手
す
る
す
べ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

市
場
で
の
取
引
に
よ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
の
か
は
追
求
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

17
）

。 

そ
の
次
に
記
さ
れ
た
「
唐
ほ
う
し
」
は
、
漢
字
で
書
け
ば
「
唐
法
師
」

あ
る
い
は
「
唐
干
」
で
、
「
大
唐
米
」
の
こ
と
で
あ
る
（

18
）

。
「
御
膳

米
」
と
し
て
江
戸
へ
廻
送
さ
れ
た
「
唐
ほ
う
し
」
は
、
大
坂
市
場
等
で
購

入
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
萩
藩
領
内
で
作
付
け
さ
れ
て
年
貢
と
し
て
収

納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
長
門
産
物
名
寄
」
「
周
防
産
物
名
寄
」
が
収
録
す
る
品
種
の
う
ち
、

名
称
か
ら
大
唐
米
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。 

［
長
門
］ 
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早
稲 

白
大
唐 

赤
大
唐      

中
稲 

大
唐
稲
白
赤 

 

 

餅
稲 

大
唐
モ
チ 

［
周
防
］ 

早
稲 

大
唐 

四
十
大
唐      

中
稲 

大
唐
稲 

 

 

餅
稲 

大
唐
モ
チ 

名
称
に
「
唐
」
が
つ
く
米
以
外
に
、
大
唐
米
は
地
域
に
よ
っ
て
呼
び
方

が
異
な
っ
て
い
て
、
唐
法
師
、
唐
干
（
と
う
ぼ
し
）
な
ど
の
名
称
が
あ
っ

た
。 後

述
す
る
よ
う
に
、
藩
は
市
場
で
人
気
の
な
い
米
の
生
産
を
禁
じ
て

い
た
。
大
坂
市
場
で
大
唐
米
や
餅
米
が
通
常
米
に
比
し
て
安
価
で
あ
っ
た

こ
と
も
要
因
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貞
享
段
階
の
萩
藩
は
仕
組
の
真
只
中

で
、
藩
主
や
そ
の
係
累
に
も
倹
約
を
求
め
る
意
味
も
あ
り
、
飯
米
と
し
て

送
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。 

 

三 

萩
藩
領
の
大
唐
米 

―
 

作
付
け
と
年
貢 ―

 

 

こ
こ
で
は
、
萩
藩
領
の
大
唐
米
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
萩
藩
内
の
大
唐

米
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
史
料
は
、
現
在
、
わ
ず
か
の
事
例
し
か
示
せ
な
い
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
（

19
）
。 

明
暦
三
年
御
米
付
立
一
紙 

一
米
弐
万
八
千
弐
百
四
拾
壱
石
九
升
六
合
八
勺
壱
才 

一
太
唐
米
四
百
四
拾
九
石
八
斗
六
升
五
合
五
勺 

一
米
壱
石
七
升
八
合 

右
者
指
米
之
分
、
ね
す
ミ
く
い
ニ
指
引
残
分
如
此
ニ
候 

三
口
合
弐
万
八
千
六
百
九
拾
弐
石
四
升
三
勺
壱
才 

右
者
明
暦
三
ノ
九
月
八
日
ゟ
万
治
元
十
月
十
三
日
迄
上
着
米

指
米
之
分
請
高 

 
 
 
 
 
 

内
払 

米
弐
万
四
千
七
百
六
拾
七
石
八
斗
三
升
壱
合
六
勺
弐
才 

此
銀
八
百
八
拾
貫
百
八
十
八
匁
九
分
七
厘
八
毛 

石
別
三
拾
五
匁
五
分
三
厘
八
毛
三
朱
二
而 

太
唐
米
四
百
四
拾
九
石
八
斗
六
升
五
合
五
勺 

此
銀
拾
三
貫
五
拾
八
匁
六
分
九
厘
八
毛 

石
別
弐
拾
九
匁
四
厘
ニ
而 

濡
米
九
拾
八
石
四
斗
四
升 

此
銀
弐
貫
弐
百
六
拾
四
匁
壱
分
弐
厘 

石
別
弐
拾
三
匁
か
へ 

（
中
略
） 

以
上
弐
万
八
千
六
百
九
拾
弐
石
四
升
三
勺
壱
才 

右
者
明
暦
三
年
分
御
米
請
払
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上 
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（
当
職
毛
利
就
直
） 

 （
当
役
粟
屋
就
貞
） 

（
江
戸
加
判
役
国
司
広
通
） 

（
貞
享
三
年
） 

之
哉
、
左
候
者
右
之
御
米
大
坂
江
被
指
上
せ
売
払
代
銀
爰
元
江
差
上

せ
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
御
膳
米
之
儀
ハ
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅

米
如
早
晩
当
年
茂
差
廻
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
御
国
上
米
之
儀
者
御
裏

女
中
扶
持
方
ニ
渡
さ
せ
申
儀
候
条
、
於
爰
元
買
立
ニ
申
付
候
へ
ハ
運

賃
旁
茂
御
勝
手
ニ
相
成
、
其
上
海
上
心
遣
茂
無
之
候
故
、
御
問
合
被

成
候
通
令
承
知
候
、
御
存
之
通
ニ
、
前
々
ハ
爰
元
米
高
直
ニ
付
而
御

国
米
被
差
廻
来
り
候
へ
共
、
近
年
ハ
御
当
地
茂
下
直
ニ
相
成
た
る
儀

候
間
、
運
賃
旁
指
引
被
仰
付
候
者
、
御
不
勝
手
ニ
当
可
申
様
ニ
存
候
、

然
者
右
之
四
百
石
米
之
内
三
百
五
拾
石
ハ
於
大
坂
売
立
ニ
仕
、
其
代

銀
爰
元
江
指
上
せ
候
様
可
被
仰
付
候
、
左
候
者
爰
元
ニ
て
時
々
買
得

仕
候
様
可
申
付
候
、
残
五
拾
石
之
儀
者
熊
毛
室
積
米
被
差
廻
候
、
是

者
其
元
ゟ
参
候
御
膳
米
不
足
付
而
、
右
之
室
積
米
を
足
ニ
遣
、
御
勝

手
ニ
相
成
事
候
、
尾
張
上
米
御
買
せ
候
時
者
、
殊
外
御
不
勝
手
ニ
候

条
、
室
積
米
五
拾
石
幷
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅
米
之
儀
ハ
例
年
之

分
今
年
茂
差
廻
候
様
弥
可
被
仰
付
候
、
右
之
御
米
大
廻
り
ニ
て
俵
こ

し
ら
へ
な
と
損
申
之
由
候
条
、
於
大
坂
随
分
念
を
入
船
積
申
付
候
様

ニ
被
仰
付
可
然
存
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 

三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 

粟 

帯
刀 

国 

主
計 

 
 
 
 
 
 
 

毛 

市
正
様 

当
時
の
萩
藩
の
重
要
課
題
は
、
財
政
難
の
克
服
で
あ
っ
た
。
す
で
に

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
五
ヶ
年
の
予
定
で
仕
組
（
し
く
み
、
行
財
政

改
革
）
を
開
始
し
た
。
こ
の
仕
組
は
、
家
臣
の
知
行
所
を
五
ヶ
年
上
知
し

て
進
め
ら
れ
、
貞
享
三
年
は
仕
組
の
最
終
年
に
あ
た
り
、
検
地
（
貞
享
検

      
写真２  当役粟屋就貞・江戸加判役国司広通連署用状(部分) 

「貞享三年 御用状扣一」毛利家文庫49状控類1(4の1)。 
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地
）
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
（

13
）

。 

用
状
の
前
半
は
、
当
職
毛
利
就
直
の
江
戸
廻
米
に
か
か
る
提
案
に
対

す
る
粟
屋
・
国
司
の
回
答
で
あ
る
。
就
直
の
提
案
は
、
例
年
国
元
か
ら
江

戸
へ
送
る
「
御
国
上
米
四
〇
〇
石
」(

「
御
裏
女
中
扶
持
方
」)

は
、
「
御
不

勝
手
ニ
候
間
」
つ
ま
り
財
政
難
な
の
で
、
今
後
は
江
戸
で
買
得
す
る
よ
う

に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
提
案
が
通
れ
ば
、
「
御
国
上
米
」
の
う
ち
三
五
〇
石
を
大
坂
市

場
で
売
却
し
て
、
そ
の
代
銀
を
江
戸
へ
送
付
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
米
の
江
戸
廻
送
の
際
に
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
、
難
船
等
の
リ
ス

ク
を
回
避
で
き
、
し
か
も
経
費
（
運
賃
等
）
も
節
約
で
き
る
と
し
て
い
る
。

以
前
は
高
か
っ
た
江
戸
の
米
相
場
が
、
近
年
は
「
下
直
」
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
相
場
の
条
件
が
、
そ
う
し
た
判
断
の
背
景
に
あ
る
よ
う
だ
。 

江
戸
方
の
裏
女
中
扶
持
方
に
「
御
国
上
米
」
三
五
〇
石
を
充
て
る
と

し
て
い
る
が
、
表
１
に
よ
れ
ば
、
約
四
五
〇
石
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の

数
値
は
用
状
の
一
年
前
の
も
の
で
、
そ
の
後
、
景
徳
院(

谷
姫)

が
亡
く
な

り
、
そ
の
分
を
引
き
去
る
と
約
四
〇
〇
石
と
な
る
の
で
、
扶
持
方
四
〇
〇

石
は
妥
当
な
数
値
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
か
ら
五
〇
石
を
除
い
て
三
五

〇
石
を
扶
持
方
に
充
て
る
と
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
（

14
）

。 

表１ 貞享２年（1685）の御裏衆 

御裏衆 人数 扶持(人) 石高 

御上臈衆 5 33 59.40  

殿様衆 16 45.6 82.08  

青陽院様衆 3 11 19.80  

紀伊守様御前

様 
26 68 122.40  

景徳院様衆 10 25 45.00  

政所様衆 7 32 57.60  

女房衆 1 2 3.60  

龍昌院様衆 9 33 59.40  

  77 249.6 449.28  

【典拠】毛利家文庫52給禄76（2の2）「貞享二

年 無給帳」。 

（註）紀伊守様御前様付きに続いて、お品姫様付

きの女中の記載があるが、同一人物なのでまとめ

て数値をあげた。また「天和三年無給帳」給禄75

（4の4）の「お品姫」付き女中衆の名前が引き続

き登載されるが、朱線が文字脇にある。これを抹

消線と解釈して一覧表には取り上げなかった。 

 

表２ 文化8年(1811)萩藩の御膳米 

御膳米 米（石） 

藩主（斉煕） 22.000  

御前様 20.000  

貞操院（斉房室） 20.000  

邦媛院（治親室） 25.000  

揺台院（重就九女） 13.200  

賀寿姫（斉煕長女） 7.000  

小計 107.200  

殿様在国中御膳米・用

心米 
55.862  

早稲飯米 0.090  

総計 163.152  

【典拠】毛利家文庫9諸省484「文化八未年上々様

方御仕渡其外御分配上々様御膳米御膳籾御早稲米付

立幷定御仕送り米銀之次第」。 

（註）①御膳籾で計上しており、藩主は籾40石。

籾摺率は5合5勺摺で計算するので22石となる。在

国中の御膳米・用心米は籾101石56732、同様の籾摺

率であった。②早稲飯米は、藩主・御前様・邦媛

院・貞操院・揺台院・賀寿姫・兼之進・天真院に各

0.01石。兼之進は、重就六男親著二男。天真院は、

重就側室（田中内蔵助利和女）。 

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
六
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大
坂
で
売
却
し
な
い
上
米
五
〇
石
は
、
御
膳
米
の
不
足
分
を
補
う
と

し
て
お
り
、
「
熊
毛
室
積
米
」
を
送
付
す
る
の
が
通
例
だ
っ
た
よ
う
だ
。

「
殊
外
御
不
勝
手
」
つ
ま
り
財
政
が
特
に
厳
し
い
と
き
は
「
尾
張
上
米
」

を
購
入
し
て
御
膳
米
と
と
も
に
江
戸
へ
廻
送
す
る
が
、
こ
の
年
は
室
積
米

を
廻
送
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
文
脈
か
ら
、
当
時
の
「
尾
張
上
米
」
が

安
価
だ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

な
お
、
こ
の
五
〇
石
と
「
御
膳
米
」
の
江
戸
廻
送
は
、
「
大
廻
り
」

の
た
め
俵
が
傷
む
の
で
大
坂
で
船
積
み
す
る
際
に
は
念
入
り
に
行
う
こ
と

も
指
示
し
て
い
る
。
紀
伊
半
島
廻
り
で
太
平
洋
を
江
戸
へ
向
か
う
の
は
、

ま
さ
に
「
大
廻
り
」
で
危
険
が
伴
う
も
の
で
、
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
上
方

へ
搬
送
す
る
こ
と
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

「
御
膳
米
」
と
は
、
藩
主
夫
妻
や
子
女
な
ど
の
係
累
に
食
糧
と
し
て

供
さ
れ
た
米
、
つ
ま
り
飯
米
で
あ
る
（

15
）

。
御
膳
米
と
し
て
送
る
よ
う

命
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅
米
で
、
「
如
早
晩
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
史
料
中
に
は
、

石
高
の
記
載
が
な
く
総
石
高
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
か
な
り
年
代
が

降
る
が
、
参
考
例
と
し
て
表
２
を
掲
げ
た
。
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の

御
膳
米
の
配
分
で
、
藩
主
の
斉
煕
を
は
じ
め
六
人
の
合
計
は
一
〇
七
石
二

斗
で
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
も
似
た
よ
う
な
量
の
米
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
藩
主
斉
煕
の
米
は
二
二
石
で
あ
っ
た
が
、
飯
米
以
外
は

副
菜
ほ
か
に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

右
の
御
膳
米
の
う
ち
「
朝
鮮
米
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
事
例
を
確

認
で
き
て
い
な
い
。
文
字
通
り
朝
鮮
の
米
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、

こ
の
時
期
、
朝
鮮
国
と
の
交
易
が
で
き
た
の
は
対
馬
藩
だ
け
で
あ
る
。
対

馬
藩
は
、
飯
米
不
足
を
内
地
の
肥
前
国
田
代
領
か
ら
の
年
貢
米
と
、
朝
鮮

と
の
貿
易
で
得
る
朝
鮮
の
米
で
賄
っ
て
い
た
（

16
）

。
「
朝
鮮
米
」
と
は

朝
鮮
か
ら
移
入
し
た
米
、
あ
る
い
は
対
馬
藩
お
よ
び
対
馬
商
人
が
介
在
し

た
米
を
意
味
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
萩
藩
が
朝
鮮

と
の
交
易
で
「
朝
鮮
米
」
を
直
接
入
手
す
る
す
べ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

市
場
で
の
取
引
に
よ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
の
か
は
追
求
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

17
）

。 

そ
の
次
に
記
さ
れ
た
「
唐
ほ
う
し
」
は
、
漢
字
で
書
け
ば
「
唐
法
師
」

あ
る
い
は
「
唐
干
」
で
、
「
大
唐
米
」
の
こ
と
で
あ
る
（

18
）

。
「
御
膳

米
」
と
し
て
江
戸
へ
廻
送
さ
れ
た
「
唐
ほ
う
し
」
は
、
大
坂
市
場
等
で
購

入
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
萩
藩
領
内
で
作
付
け
さ
れ
て
年
貢
と
し
て
収

納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
長
門
産
物
名
寄
」
「
周
防
産
物
名
寄
」
が
収
録
す
る
品
種
の
う
ち
、

名
称
か
ら
大
唐
米
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。 

［
長
門
］ 
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早
稲 

白
大
唐 

赤
大
唐      

中
稲 

大
唐
稲
白
赤 

 

 

餅
稲 

大
唐
モ
チ 

［
周
防
］ 

早
稲 

大
唐 

四
十
大
唐      

中
稲 

大
唐
稲 

 

 

餅
稲 

大
唐
モ
チ 

名
称
に
「
唐
」
が
つ
く
米
以
外
に
、
大
唐
米
は
地
域
に
よ
っ
て
呼
び
方

が
異
な
っ
て
い
て
、
唐
法
師
、
唐
干
（
と
う
ぼ
し
）
な
ど
の
名
称
が
あ
っ

た
。 後

述
す
る
よ
う
に
、
藩
は
市
場
で
人
気
の
な
い
米
の
生
産
を
禁
じ
て

い
た
。
大
坂
市
場
で
大
唐
米
や
餅
米
が
通
常
米
に
比
し
て
安
価
で
あ
っ
た

こ
と
も
要
因
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貞
享
段
階
の
萩
藩
は
仕
組
の
真
只
中

で
、
藩
主
や
そ
の
係
累
に
も
倹
約
を
求
め
る
意
味
も
あ
り
、
飯
米
と
し
て

送
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。 

 

三 

萩
藩
領
の
大
唐
米 

―
 

作
付
け
と
年
貢 ―

 

 

こ
こ
で
は
、
萩
藩
領
の
大
唐
米
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
萩
藩
内
の
大
唐

米
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
史
料
は
、
現
在
、
わ
ず
か
の
事
例
し
か
示
せ
な
い
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
（

19
）
。 

明
暦
三
年
御
米
付
立
一
紙 

一
米
弐
万
八
千
弐
百
四
拾
壱
石
九
升
六
合
八
勺
壱
才 

一
太
唐
米
四
百
四
拾
九
石
八
斗
六
升
五
合
五
勺 

一
米
壱
石
七
升
八
合 

右
者
指
米
之
分
、
ね
す
ミ
く
い
ニ
指
引
残
分
如
此
ニ
候 

三
口
合
弐
万
八
千
六
百
九
拾
弐
石
四
升
三
勺
壱
才 

右
者
明
暦
三
ノ
九
月
八
日
ゟ
万
治
元
十
月
十
三
日
迄
上
着
米

指
米
之
分
請
高 

 
 
 
 
 
 

内
払 

米
弐
万
四
千
七
百
六
拾
七
石
八
斗
三
升
壱
合
六
勺
弐
才 

此
銀
八
百
八
拾
貫
百
八
十
八
匁
九
分
七
厘
八
毛 

石
別
三
拾
五
匁
五
分
三
厘
八
毛
三
朱
二
而 

太
唐
米
四
百
四
拾
九
石
八
斗
六
升
五
合
五
勺 

此
銀
拾
三
貫
五
拾
八
匁
六
分
九
厘
八
毛 

石
別
弐
拾
九
匁
四
厘
ニ
而 

濡
米
九
拾
八
石
四
斗
四
升 

此
銀
弐
貫
弐
百
六
拾
四
匁
壱
分
弐
厘 

石
別
弐
拾
三
匁
か
へ 

（
中
略
） 

以
上
弐
万
八
千
六
百
九
拾
弐
石
四
升
三
勺
壱
才 

右
者
明
暦
三
年
分
御
米
請
払
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上 
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（
当
職
毛
利
就
直
） 

 （
当
役
粟
屋
就
貞
） 

（
江
戸
加
判
役
国
司
広
通
） 

（
貞
享
三
年
） 

之
哉
、
左
候
者
右
之
御
米
大
坂
江
被
指
上
せ
売
払
代
銀
爰
元
江
差
上

せ
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
御
膳
米
之
儀
ハ
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅

米
如
早
晩
当
年
茂
差
廻
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
御
国
上
米
之
儀
者
御
裏

女
中
扶
持
方
ニ
渡
さ
せ
申
儀
候
条
、
於
爰
元
買
立
ニ
申
付
候
へ
ハ
運

賃
旁
茂
御
勝
手
ニ
相
成
、
其
上
海
上
心
遣
茂
無
之
候
故
、
御
問
合
被

成
候
通
令
承
知
候
、
御
存
之
通
ニ
、
前
々
ハ
爰
元
米
高
直
ニ
付
而
御

国
米
被
差
廻
来
り
候
へ
共
、
近
年
ハ
御
当
地
茂
下
直
ニ
相
成
た
る
儀

候
間
、
運
賃
旁
指
引
被
仰
付
候
者
、
御
不
勝
手
ニ
当
可
申
様
ニ
存
候
、

然
者
右
之
四
百
石
米
之
内
三
百
五
拾
石
ハ
於
大
坂
売
立
ニ
仕
、
其
代

銀
爰
元
江
指
上
せ
候
様
可
被
仰
付
候
、
左
候
者
爰
元
ニ
て
時
々
買
得

仕
候
様
可
申
付
候
、
残
五
拾
石
之
儀
者
熊
毛
室
積
米
被
差
廻
候
、
是

者
其
元
ゟ
参
候
御
膳
米
不
足
付
而
、
右
之
室
積
米
を
足
ニ
遣
、
御
勝

手
ニ
相
成
事
候
、
尾
張
上
米
御
買
せ
候
時
者
、
殊
外
御
不
勝
手
ニ
候

条
、
室
積
米
五
拾
石
幷
朝
鮮
米
・
唐
ほ
う
し
・
餅
米
之
儀
ハ
例
年
之

分
今
年
茂
差
廻
候
様
弥
可
被
仰
付
候
、
右
之
御
米
大
廻
り
ニ
て
俵
こ

し
ら
へ
な
と
損
申
之
由
候
条
、
於
大
坂
随
分
念
を
入
船
積
申
付
候
様

ニ
被
仰
付
可
然
存
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 

三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 

粟 

帯
刀 

国 

主
計 

 
 
 
 
 
 
 

毛 

市
正
様 

当
時
の
萩
藩
の
重
要
課
題
は
、
財
政
難
の
克
服
で
あ
っ
た
。
す
で
に

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
五
ヶ
年
の
予
定
で
仕
組
（
し
く
み
、
行
財
政

改
革
）
を
開
始
し
た
。
こ
の
仕
組
は
、
家
臣
の
知
行
所
を
五
ヶ
年
上
知
し

て
進
め
ら
れ
、
貞
享
三
年
は
仕
組
の
最
終
年
に
あ
た
り
、
検
地
（
貞
享
検

      
写真２  当役粟屋就貞・江戸加判役国司広通連署用状(部分) 

「貞享三年 御用状扣一」毛利家文庫49状控類1(4の1)。 
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地
）
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
（

13
）

。 

用
状
の
前
半
は
、
当
職
毛
利
就
直
の
江
戸
廻
米
に
か
か
る
提
案
に
対

す
る
粟
屋
・
国
司
の
回
答
で
あ
る
。
就
直
の
提
案
は
、
例
年
国
元
か
ら
江

戸
へ
送
る
「
御
国
上
米
四
〇
〇
石
」(

「
御
裏
女
中
扶
持
方
」)

は
、
「
御
不

勝
手
ニ
候
間
」
つ
ま
り
財
政
難
な
の
で
、
今
後
は
江
戸
で
買
得
す
る
よ
う

に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
提
案
が
通
れ
ば
、
「
御
国
上
米
」
の
う
ち
三
五
〇
石
を
大
坂
市

場
で
売
却
し
て
、
そ
の
代
銀
を
江
戸
へ
送
付
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
米
の
江
戸
廻
送
の
際
に
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
、
難
船
等
の
リ
ス

ク
を
回
避
で
き
、
し
か
も
経
費
（
運
賃
等
）
も
節
約
で
き
る
と
し
て
い
る
。

以
前
は
高
か
っ
た
江
戸
の
米
相
場
が
、
近
年
は
「
下
直
」
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
相
場
の
条
件
が
、
そ
う
し
た
判
断
の
背
景
に
あ
る
よ
う
だ
。 

江
戸
方
の
裏
女
中
扶
持
方
に
「
御
国
上
米
」
三
五
〇
石
を
充
て
る
と

し
て
い
る
が
、
表
１
に
よ
れ
ば
、
約
四
五
〇
石
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の

数
値
は
用
状
の
一
年
前
の
も
の
で
、
そ
の
後
、
景
徳
院(

谷
姫)

が
亡
く
な

り
、
そ
の
分
を
引
き
去
る
と
約
四
〇
〇
石
と
な
る
の
で
、
扶
持
方
四
〇
〇

石
は
妥
当
な
数
値
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
か
ら
五
〇
石
を
除
い
て
三
五

〇
石
を
扶
持
方
に
充
て
る
と
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
（

14
）

。 

表１ 貞享２年（1685）の御裏衆 

御裏衆 人数 扶持(人) 石高 

御上臈衆 5 33 59.40  

殿様衆 16 45.6 82.08  

青陽院様衆 3 11 19.80  

紀伊守様御前

様 
26 68 122.40  

景徳院様衆 10 25 45.00  

政所様衆 7 32 57.60  

女房衆 1 2 3.60  

龍昌院様衆 9 33 59.40  

  77 249.6 449.28  

【典拠】毛利家文庫52給禄76（2の2）「貞享二

年 無給帳」。 

（註）紀伊守様御前様付きに続いて、お品姫様付

きの女中の記載があるが、同一人物なのでまとめ

て数値をあげた。また「天和三年無給帳」給禄75

（4の4）の「お品姫」付き女中衆の名前が引き続

き登載されるが、朱線が文字脇にある。これを抹

消線と解釈して一覧表には取り上げなかった。 

 

表２ 文化8年(1811)萩藩の御膳米 

御膳米 米（石） 

藩主（斉煕） 22.000  

御前様 20.000  

貞操院（斉房室） 20.000  

邦媛院（治親室） 25.000  

揺台院（重就九女） 13.200  

賀寿姫（斉煕長女） 7.000  

小計 107.200  

殿様在国中御膳米・用

心米 
55.862  

早稲飯米 0.090  

総計 163.152  

【典拠】毛利家文庫9諸省484「文化八未年上々様

方御仕渡其外御分配上々様御膳米御膳籾御早稲米付

立幷定御仕送り米銀之次第」。 

（註）①御膳籾で計上しており、藩主は籾40石。

籾摺率は5合5勺摺で計算するので22石となる。在

国中の御膳米・用心米は籾101石56732、同様の籾摺

率であった。②早稲飯米は、藩主・御前様・邦媛

院・貞操院・揺台院・賀寿姫・兼之進・天真院に各

0.01石。兼之進は、重就六男親著二男。天真院は、

重就側室（田中内蔵助利和女）。 

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
七
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（
当
職
榎
本
就
時
） 

（
郡
奉
行
、
就
時
） 

（
吉
田
所
務
代
、
元
俊
） 

万
治
弐 

万
治
弐 

 
 

十
一
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 

大
塚
屋
源
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 

国
司
勘
兵
衛
殿 

こ
の
史
料
は
、
萩
藩
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
分
の
大
坂
運
送
米
の

請
払
を
記
し
た
も
の
で
、
大
坂
で
萩
藩
の
蔵
米
の
売
却
を
請
け
負
っ
て
い

た
大
塚
屋
源
右
衛
門
が
藩
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
萩
藩
の
蔵

米
の
売
却
は
、
大
塚
屋
の
ほ
か
に
百
足
屋
が
い
て
、
萩
藩
が
大
坂
へ
廻
送

す
る
四
万
五
千
石
か
ら
五
万
石
を
両
者
で
お
よ
そ
半
分
ず
つ
を
請
け
負
っ

て
売
却
し
て
い
た
（

20
）
。 

同
年
、
大
塚
屋
が
売
却
を
請
け
負
っ
た
大
坂
運
送
米
約
二
万
八
六
九
二

石
余
の
う
ち
、
四
四
九
石
余
が
大
唐
米
で
あ
っ
た
。
そ
の
比
率
は
、
わ
ず

か
に
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
が
、
一
七
世
紀
半
ば
の
萩
藩
領
で
確
か
に
大

唐
米
が
作
付
け
さ
れ
、
大
坂
へ
運
ば
れ
て
売
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
と
き
の
売
却
値
段
は
、
通
常
の
米
が
石
別
三
五
匁
五
分
三

厘
余
、
大
唐
米
は
石
別
二
九
匁
四
厘
。
大
唐
米
は
、
通
常
米
よ
り
銀
六
分

余
安
い
価
格
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
。 

右
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
と
は
い
え
、
大
唐
米
は
萩
藩
領
内
で
確
実
に
作

付
け
さ
れ
、
年
貢
と
し
て
収
納
さ
れ
て
大
坂
で
売
却
さ
れ
て
い
た
。 

な
お
、
百
足
屋
が
請
け
負
っ
た
年
貢
米
の
な
か
に
も
大
唐
米
が
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
坂
へ
運
ば
れ
た
大
唐
米
の

量
は
増
え
る
こ
と
に
な
る
。 

次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
、
そ
の
大
唐
米
の
作
付
け
が
確
認

で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（

21
）
。 

万
治
弐
己
亥
年
、
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
候
処
、
太
唐
米
作 

候
へ
者
虫
付
不
申
候
付
而
、
地
下
ゟ
当
作
茂
太
唐
米
作
仕
度
之
由
御

断
申
出
、
願
之
通
被
仰
付
候
通
御
所
務
代
衆
伺
書
ニ
御
肩
書
物
左
記 

伺
申
事 

此
段
去
作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
、
其
外
之
儀
者
被
相
究
候
而
被
申 

出
候
上
ニ
て
其
沙
汰
可
申
付
候
事 

一
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
申
ニ
付
而
、
去
春
御
断
申
上
太
唐 

作
被
仰
付
候
、
太
唐
作
ニ
者
虫
付
不
申
ニ
て
多
分
春
請
ニ
仕
、
御

米
百
石
及
大
坂
運
送
仕
候
、
当
年
茂
内
々
虫
喰
申
候
田
者
太
唐
作

ニ
仕
度
之
由
申
出
候
、
去
年
分
ニ
以
石
相
究
見
合
、
太
唐
作
可
申

付
候
哉
之
事 

右
被
仰
伺
御
肩
書
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
     

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 

井
上
右
衛
門
允 

篠
川
六
兵
衛
殿 

裏
ニ 右

面
書
肩
書
之
辻
を
以
可
有
其
沙
汰
候
、
已
上 

同
日  
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井
上
右
衛
門
允
殿 

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正
月
、
厚
狭
郡
埴
生
村
か
ら
大
唐
米
の
作
付

け
の
許
可
を
求
め
る
願
書
が
提
出
さ
れ
、
代
官
井
上
右
衛
門
允
が
郡
奉
行

篠
川
六
兵
衛
へ
提
出
し
た
当
職
宛
て
の
問
箇
条
で
あ
る
。
同
村
で
は
、

「
去
春
」（
万
治
元
年
）
に
も
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年
も
同
様

に
大
唐
米
の
作
付
け
を
行
い
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
続
で
要
望
し

た
背
景
と
し
て
「
数
年
虫
喰
」（
虫
枯
れ
、
虫
害
）
が
あ
っ
た
。
大
唐
米
は

虫
害
に
強
く
、
代
官
は
現
場
責
任
者
と
し
て
、
村
か
ら
求
め
ら
れ
た
大
唐

米
の
作
付
け
を
次
善
の
策
と
し
て
願
い
出
た
と
み
ら
れ
る
。 

こ
の
問
箇
条
に
対
す
る
回
答
・
決
裁
が
肩
書
に
記
さ
れ
る
。
藩
は
「
去

作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
」
と
、
昨
年
並
の
作
付
け
を
今
年
も

認
め
る
と
し
た
。
前
年
、
埴
生
村
か
ら
の
年
貢
米
の
う
ち
大
唐
米
一
○
○

石
が
大
坂
運
送
米
と
し
て
搬
出
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
「
免
」（
年
貢
率
）

は
五
つ
成
で
あ
っ
た
か
ら
、
逆
算
し
て
石
高
に
直
す
と
高
二
○
○
石
の
田

方
に
作
付
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
前
掲
の
「
明
暦
三
年
御

米
付
立
一
紙
」
に
記
載
さ
れ
た
大
唐
米
約
四
四
九
石
余
と
同
額
が
、
当
該

年
も
大
坂
へ
運
送
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
約
三
五
〇
石
の
差
額
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
埴
生
村
以
外
の
村
で
も
大
唐
米
の
作
付
け
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

萩
藩
と
し
て
は
、
価
格
の
劣
る
大
唐
米
は
大
坂
へ
廻
送
し
た
く
な
い
米

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
虫
枯
」
に
よ
る
年
貢
の
減
収
を
抑
え
る
こ

と
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
農
業
は
、
現
代
に
お
い
て
も
自
然
の
影
響

を
強
く
受
け
る
産
業
で
、
近
世
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
前
述

し
た
と
お
り
、
享
保
十
七
年
に
は
「
虫
枯
」
が
西
日
本
一
帯
に
大
飢
饉
を

も
た
ら
し
た
。
埴
生
村
で
の
大
唐
米
作
付
け
許
可
は
、
通
常
米
の
生
産
に

固
執
し
て
年
貢
を
減
少
さ
せ
る
よ
り
は
、
い
く
ら
か
で
も
年
貢
を
収
納
し

銀
の
獲
得
を
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。 

年
貢
収
納
に
対
す
る
当
時
の
藩
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
（

22
）
。 

一
餅
米
作
り
不
申
様
ニ
去
年
可
被
申
渡
之
通
申
渡
候
間
、
郡
中
も
ち
米

有
之
間
敷
候
得
共
、
弥
餅
米
ま
し
ら
さ
る
や
う
に
可
被
申
付
事 

一
米
誘
、
自
先
年
如
被
申
渡
候
、
籾
・
ひ
へ
・
ほ
こ
り
・
研
ヶ
米
無
之

や
う
ニ
可
被
申
付
候
事 

付
、
赤
米
ま
し
ら
さ
る
様
ニ
可
被
申
付
候
事 

 

こ
れ
は
、
明
暦
元
年
〈
一
六
五
五
〉
九
月
二
十
五
日
付
け
で
、
当
職
堅

田
就
政
が
発
し
た
「
箇
条
」
の
一
部
で
、
そ
の
二
年
後
の
明
暦
三
年
八
月

朔
日
に
も
堅
田
の
後
を
承
け
て
当
職
と
な
っ
た
榎
本
就
時
が
改
め
て
指
示

し
た
法
令
で
あ
る
。
年
貢
米
の
俵
拵
え
の
と
き
に
餅
米
と
赤
米
（
大
唐
米
）

が
混
じ
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
餅
米
に
つ
い
て
は
作

付
け
も
禁
じ
て
お
り
、
赤
米
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
藩
は
禁
止
し
て
い
た

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
八
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（
当
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榎
本
就
時
） 

（
郡
奉
行
、
就
時
） 

（
吉
田
所
務
代
、
元
俊
） 

万
治
弐 

万
治
弐 

 
 

十
一
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 

大
塚
屋
源
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 

国
司
勘
兵
衛
殿 

こ
の
史
料
は
、
萩
藩
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
分
の
大
坂
運
送
米
の

請
払
を
記
し
た
も
の
で
、
大
坂
で
萩
藩
の
蔵
米
の
売
却
を
請
け
負
っ
て
い

た
大
塚
屋
源
右
衛
門
が
藩
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
萩
藩
の
蔵

米
の
売
却
は
、
大
塚
屋
の
ほ
か
に
百
足
屋
が
い
て
、
萩
藩
が
大
坂
へ
廻
送

す
る
四
万
五
千
石
か
ら
五
万
石
を
両
者
で
お
よ
そ
半
分
ず
つ
を
請
け
負
っ

て
売
却
し
て
い
た
（

20
）
。 

同
年
、
大
塚
屋
が
売
却
を
請
け
負
っ
た
大
坂
運
送
米
約
二
万
八
六
九
二

石
余
の
う
ち
、
四
四
九
石
余
が
大
唐
米
で
あ
っ
た
。
そ
の
比
率
は
、
わ
ず

か
に
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
が
、
一
七
世
紀
半
ば
の
萩
藩
領
で
確
か
に
大

唐
米
が
作
付
け
さ
れ
、
大
坂
へ
運
ば
れ
て
売
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
と
き
の
売
却
値
段
は
、
通
常
の
米
が
石
別
三
五
匁
五
分
三

厘
余
、
大
唐
米
は
石
別
二
九
匁
四
厘
。
大
唐
米
は
、
通
常
米
よ
り
銀
六
分

余
安
い
価
格
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
。 

右
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
と
は
い
え
、
大
唐
米
は
萩
藩
領
内
で
確
実
に
作

付
け
さ
れ
、
年
貢
と
し
て
収
納
さ
れ
て
大
坂
で
売
却
さ
れ
て
い
た
。 

な
お
、
百
足
屋
が
請
け
負
っ
た
年
貢
米
の
な
か
に
も
大
唐
米
が
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
坂
へ
運
ば
れ
た
大
唐
米
の

量
は
増
え
る
こ
と
に
な
る
。 

次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
、
そ
の
大
唐
米
の
作
付
け
が
確
認

で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（

21
）
。 

万
治
弐
己
亥
年
、
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
候
処
、
太
唐
米
作 

候
へ
者
虫
付
不
申
候
付
而
、
地
下
ゟ
当
作
茂
太
唐
米
作
仕
度
之
由
御

断
申
出
、
願
之
通
被
仰
付
候
通
御
所
務
代
衆
伺
書
ニ
御
肩
書
物
左
記 

伺
申
事 

此
段
去
作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
、
其
外
之
儀
者
被
相
究
候
而
被
申 

出
候
上
ニ
て
其
沙
汰
可
申
付
候
事 

一
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
申
ニ
付
而
、
去
春
御
断
申
上
太
唐 

作
被
仰
付
候
、
太
唐
作
ニ
者
虫
付
不
申
ニ
て
多
分
春
請
ニ
仕
、
御

米
百
石
及
大
坂
運
送
仕
候
、
当
年
茂
内
々
虫
喰
申
候
田
者
太
唐
作

ニ
仕
度
之
由
申
出
候
、
去
年
分
ニ
以
石
相
究
見
合
、
太
唐
作
可
申

付
候
哉
之
事 

右
被
仰
伺
御
肩
書
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
     

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 

井
上
右
衛
門
允 

篠
川
六
兵
衛
殿 

裏
ニ 右

面
書
肩
書
之
辻
を
以
可
有
其
沙
汰
候
、
已
上 

同
日  
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井
上
右
衛
門
允
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万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正
月
、
厚
狭
郡
埴
生
村
か
ら
大
唐
米
の
作
付

け
の
許
可
を
求
め
る
願
書
が
提
出
さ
れ
、
代
官
井
上
右
衛
門
允
が
郡
奉
行

篠
川
六
兵
衛
へ
提
出
し
た
当
職
宛
て
の
問
箇
条
で
あ
る
。
同
村
で
は
、

「
去
春
」（
万
治
元
年
）
に
も
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年
も
同
様

に
大
唐
米
の
作
付
け
を
行
い
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
続
で
要
望
し

た
背
景
と
し
て
「
数
年
虫
喰
」（
虫
枯
れ
、
虫
害
）
が
あ
っ
た
。
大
唐
米
は

虫
害
に
強
く
、
代
官
は
現
場
責
任
者
と
し
て
、
村
か
ら
求
め
ら
れ
た
大
唐

米
の
作
付
け
を
次
善
の
策
と
し
て
願
い
出
た
と
み
ら
れ
る
。 

こ
の
問
箇
条
に
対
す
る
回
答
・
決
裁
が
肩
書
に
記
さ
れ
る
。
藩
は
「
去

作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
」
と
、
昨
年
並
の
作
付
け
を
今
年
も

認
め
る
と
し
た
。
前
年
、
埴
生
村
か
ら
の
年
貢
米
の
う
ち
大
唐
米
一
○
○

石
が
大
坂
運
送
米
と
し
て
搬
出
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
「
免
」（
年
貢
率
）

は
五
つ
成
で
あ
っ
た
か
ら
、
逆
算
し
て
石
高
に
直
す
と
高
二
○
○
石
の
田

方
に
作
付
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
前
掲
の
「
明
暦
三
年
御

米
付
立
一
紙
」
に
記
載
さ
れ
た
大
唐
米
約
四
四
九
石
余
と
同
額
が
、
当
該

年
も
大
坂
へ
運
送
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
約
三
五
〇
石
の
差
額
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
埴
生
村
以
外
の
村
で
も
大
唐
米
の
作
付
け
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

萩
藩
と
し
て
は
、
価
格
の
劣
る
大
唐
米
は
大
坂
へ
廻
送
し
た
く
な
い
米

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
虫
枯
」
に
よ
る
年
貢
の
減
収
を
抑
え
る
こ

と
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
農
業
は
、
現
代
に
お
い
て
も
自
然
の
影
響

を
強
く
受
け
る
産
業
で
、
近
世
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
前
述

し
た
と
お
り
、
享
保
十
七
年
に
は
「
虫
枯
」
が
西
日
本
一
帯
に
大
飢
饉
を

も
た
ら
し
た
。
埴
生
村
で
の
大
唐
米
作
付
け
許
可
は
、
通
常
米
の
生
産
に

固
執
し
て
年
貢
を
減
少
さ
せ
る
よ
り
は
、
い
く
ら
か
で
も
年
貢
を
収
納
し

銀
の
獲
得
を
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。 

年
貢
収
納
に
対
す
る
当
時
の
藩
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
（

22
）
。 

一
餅
米
作
り
不
申
様
ニ
去
年
可
被
申
渡
之
通
申
渡
候
間
、
郡
中
も
ち
米

有
之
間
敷
候
得
共
、
弥
餅
米
ま
し
ら
さ
る
や
う
に
可
被
申
付
事 

一
米
誘
、
自
先
年
如
被
申
渡
候
、
籾
・
ひ
へ
・
ほ
こ
り
・
研
ヶ
米
無
之

や
う
ニ
可
被
申
付
候
事 

付
、
赤
米
ま
し
ら
さ
る
様
ニ
可
被
申
付
候
事 

 

こ
れ
は
、
明
暦
元
年
〈
一
六
五
五
〉
九
月
二
十
五
日
付
け
で
、
当
職
堅

田
就
政
が
発
し
た
「
箇
条
」
の
一
部
で
、
そ
の
二
年
後
の
明
暦
三
年
八
月

朔
日
に
も
堅
田
の
後
を
承
け
て
当
職
と
な
っ
た
榎
本
就
時
が
改
め
て
指
示

し
た
法
令
で
あ
る
。
年
貢
米
の
俵
拵
え
の
と
き
に
餅
米
と
赤
米
（
大
唐
米
）

が
混
じ
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
餅
米
に
つ
い
て
は
作

付
け
も
禁
じ
て
お
り
、
赤
米
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
藩
は
禁
止
し
て
い
た

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

六
九
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（
虫
損
） 

（
寛
文
七
年
） 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
現
実
に
は
、
そ
れ
を
貫
徹
で
き
る
ほ
ど
の
自

然
環
境
、
技
術
水
準
に
な
く
、
前
述
の
と
お
り
次
善
の
策
と
し
て
大
唐
米

の
作
付
け
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

右
の
「
明
暦
三
年
御
米
付
立
一
紙
」
か
ら
一
〇
年
後
、
寛
文
七
年
（
一

六
六
七
）
閏
二
月
の
大
坂
運
送
米
の
付
立
が
あ
る
（
付
立
の
前
に
、
閏
二
月

時
点
の
大
坂
の
米
相
場
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
）（
23
）
。 

 

（
上
略
） 御

米
払
辻
付
立 

一
壱
万
三
千
百
八
拾
石
余
上
着
辻 

 
 
 
 
 

内
払 

 
 
 

弐
千
六
百
七
十
石 

 
 
 
 
 
 

京
・
大
坂
・
奈
良
・
高
野
其
外
、
御
浮
米
・
御
扶
持
方
米

閏
二
月
迄
之
御
払
方
引
之 

残
壱
万
五
百
十
石
余 

 
 
 
 
 
 

右
売
払
之
分 

 
 
 
 

内
三
百
八
拾
三
石
五
斗
余
太
唐
米
之
分
引
之 

米
九
千
九
百
八
拾
七
石
余 

 
 
 

此
銀
五
百
四
拾
八
貫
弐
百
六
匁
四
分
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
ニ
な
ら
し
五
拾
四
匁
八
分
九
厘
弐
毛
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
石
別
弐
分
宛
之
口
銭
共
ニ 

太
唐
米
三
百
八
拾
三
石
五
斗
四
升
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
四
拾
五
匁
八
分
六
厘
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
口
銭
と
も
ニ 

 
 
 
 

右
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
迄
之
御
売
払
直
段
、
都
合

な
ら
し
大
形
如
此
ニ
御
座
候 

以
上
壱
万
三
千
四
拾
石
余
、
御
払
ニ
相
成
分 

残
百
四
拾
石
余
有
之 

右
去
御
物
成
御
運
送
上
着
辻 

御
売
払
其
外
御
払
方
都
合
指
引
右
之
辻
御
座
候
、
改
候
て
御
米
上 

着
不
申
候
、
船
□
不
順
故
延
引
仕
儀
ニ
て
御
座
候
哉
与
奉
存
候
、
此

付
立
御
次
手
を
以
宮
内
様
御
覧
被
遊
候
様
、
御
指
立
可
被
下
候
、
以

上 

閏
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

世
木
市
兵
衛
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

児
玉
忠
右
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 

三
戸
市
之
允
殿 

こ
の
付
立
に
も
大
坂
運
送
米
と
し
て
大
唐
米
三
八
三
石
余
が
挙
が
っ
て

お
り
、
こ
の
時
期
も
、
萩
藩
領
で
は
作
付
け
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。 

米
価
に
着
目
す
る
と
、
明
暦
三
年
が
石
当
り
銀
約
二
九
匁
だ
っ
た
も
の

が
、
銀
約
四
六
匁
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
寛
文
七
年
七
月
二
十
九
日
の
も
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辛
未 

邑
市
掛 

村
長 

の
と
推
定
さ
れ
る
「
世
木
市
兵
衛
熊
毛
都
濃
吉
敷
三
郡
米
払
下
げ
値
段
付

立
」
に
よ
る
と
、「
太
唐
米
四
拾
九
匁
三
分
」
と
あ
る
。
端
境
期
に
あ
た

る
時
期
で
あ
り
、
閏
二
月
の
価
格
よ
り
約
四
匁
高
い
（

24
）
。 

な
お
、
近
世
前
期
の
大
坂
で
の
米
相
場
は
、
承
応
期
の
銀
二
〇
匁
台
か

ら
明
暦
大
火
で
三
〇
匁
台
後
半
に
高
騰
し
、
寛
文
期
に
な
る
と
さ
ら
に
上

昇
し
、
右
の
よ
う
に
五
〇
匁
前
後
に
な
っ
て
い
た
（

25
）
。 

 

世
木
市
兵
衛
は
、
大
坂
蔵
屋
敷
で
年
貢
米
の
売
却
や
米
・
大
豆
等
々
の

相
場
情
報
を
管
轄
し
て
国
元
へ
情
報
を
送
る
役
目
に
当
た
っ
て
い
た
。
寛

文
七
年
閏
二
月
の
付
立
は
、「
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
」
の
期

間
の
大
坂
運
送
米
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
の
後
も
大
坂
に
年
貢
米
が
廻
送

さ
れ
た
は
ず
で
、
大
唐
米
も
搬
送
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
の
萩
藩
領
で
は
、
通
常
の
米
に
比
べ
る
と
決

し
て
量
は
多
く
は
な
い
が
、
大
唐
米
の
作
付
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
年
貢

と
し
て
納
め
ら
れ
、
大
坂
運
送
米
と
し
て
換
金
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

次
の
史
料
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
、
廃
藩
前
の
豊
浦
藩

（
長
府
藩
）
の
府
達
で
、
豊
浦
郡
吉
永
村
村
長
片
山
理
平
へ
宛
て
た
も
の

で
あ
る
（

26
）

。 

大
唐
米
八
斗
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
永
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倉
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
左
衛
門 

新
百
姓
仕
居
度
、
拝
領
米
之
儀
、
委
曲
願
出
候
、
願
之
通
拝
領
申 

付
候
条
、
早
々
仕
居
、
取
続
、
農
業
出
精
可
致
候
也 

 
 
 
 
 

二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 

藩
庁 

前
断
之
通
、
御
達
候
条
、
得
其
意
可
相
達
候
也 

 
 
 
 
 

同
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
属 

 
 
 
 
 
 
 
 

片
山
理
平
殿 

 
 

吉
永
村
で
新
百
姓
を
仕
居
え
る
た
め
に
拝
領
米
を
申
請
し
た
。
そ
こ
で
支

給
さ
れ
た
米
が
大
唐
米
で
、
そ
れ
ぞ
れ
八
斗
ず
つ
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
豊
浦
藩
の
史
料
に
は
、
大
唐
米
支
給
に
か
か
る
も
の
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
た
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
、
大
唐
米
は
近
世
に
は
作
り
続
け
ら

れ
、
明
治
初
年
に
お
い
て
も
一
定
の
位
置
を
占
め
る
米
だ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
「
豊
浦
藩
旧
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
拝
領
米
仕
据
料
米
等
は
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（
当
職
榎
本
就
時
） 

（
郡
奉
行
、
就
時
） 

（
吉
田
所
務
代
、
元
俊
） 

万
治
弐 

万
治
弐 

 
 

十
一
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 

大
塚
屋
源
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 

国
司
勘
兵
衛
殿 

こ
の
史
料
は
、
萩
藩
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
分
の
大
坂
運
送
米
の

請
払
を
記
し
た
も
の
で
、
大
坂
で
萩
藩
の
蔵
米
の
売
却
を
請
け
負
っ
て
い

た
大
塚
屋
源
右
衛
門
が
藩
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
萩
藩
の
蔵

米
の
売
却
は
、
大
塚
屋
の
ほ
か
に
百
足
屋
が
い
て
、
萩
藩
が
大
坂
へ
廻
送

す
る
四
万
五
千
石
か
ら
五
万
石
を
両
者
で
お
よ
そ
半
分
ず
つ
を
請
け
負
っ

て
売
却
し
て
い
た
（

20
）
。 

同
年
、
大
塚
屋
が
売
却
を
請
け
負
っ
た
大
坂
運
送
米
約
二
万
八
六
九
二

石
余
の
う
ち
、
四
四
九
石
余
が
大
唐
米
で
あ
っ
た
。
そ
の
比
率
は
、
わ
ず

か
に
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
が
、
一
七
世
紀
半
ば
の
萩
藩
領
で
確
か
に
大

唐
米
が
作
付
け
さ
れ
、
大
坂
へ
運
ば
れ
て
売
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
と
き
の
売
却
値
段
は
、
通
常
の
米
が
石
別
三
五
匁
五
分
三

厘
余
、
大
唐
米
は
石
別
二
九
匁
四
厘
。
大
唐
米
は
、
通
常
米
よ
り
銀
六
分

余
安
い
価
格
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
。 

右
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
と
は
い
え
、
大
唐
米
は
萩
藩
領
内
で
確
実
に
作

付
け
さ
れ
、
年
貢
と
し
て
収
納
さ
れ
て
大
坂
で
売
却
さ
れ
て
い
た
。 

な
お
、
百
足
屋
が
請
け
負
っ
た
年
貢
米
の
な
か
に
も
大
唐
米
が
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
坂
へ
運
ば
れ
た
大
唐
米
の

量
は
増
え
る
こ
と
に
な
る
。 

次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
、
そ
の
大
唐
米
の
作
付
け
が
確
認

で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（

21
）
。 

万
治
弐
己
亥
年
、
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
候
処
、
太
唐
米
作 

候
へ
者
虫
付
不
申
候
付
而
、
地
下
ゟ
当
作
茂
太
唐
米
作
仕
度
之
由
御

断
申
出
、
願
之
通
被
仰
付
候
通
御
所
務
代
衆
伺
書
ニ
御
肩
書
物
左
記 

伺
申
事 

此
段
去
作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
、
其
外
之
儀
者
被
相
究
候
而
被
申 

出
候
上
ニ
て
其
沙
汰
可
申
付
候
事 

一
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
申
ニ
付
而
、
去
春
御
断
申
上
太
唐 

作
被
仰
付
候
、
太
唐
作
ニ
者
虫
付
不
申
ニ
て
多
分
春
請
ニ
仕
、
御

米
百
石
及
大
坂
運
送
仕
候
、
当
年
茂
内
々
虫
喰
申
候
田
者
太
唐
作

ニ
仕
度
之
由
申
出
候
、
去
年
分
ニ
以
石
相
究
見
合
、
太
唐
作
可
申

付
候
哉
之
事 

右
被
仰
伺
御
肩
書
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
     

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 

井
上
右
衛
門
允 

篠
川
六
兵
衛
殿 

裏
ニ 右

面
書
肩
書
之
辻
を
以
可
有
其
沙
汰
候
、
已
上 

同
日  

 
 
 
 
 

榎 

遠
江 
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井
上
右
衛
門
允
殿 

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正
月
、
厚
狭
郡
埴
生
村
か
ら
大
唐
米
の
作
付

け
の
許
可
を
求
め
る
願
書
が
提
出
さ
れ
、
代
官
井
上
右
衛
門
允
が
郡
奉
行

篠
川
六
兵
衛
へ
提
出
し
た
当
職
宛
て
の
問
箇
条
で
あ
る
。
同
村
で
は
、

「
去
春
」（
万
治
元
年
）
に
も
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年
も
同
様

に
大
唐
米
の
作
付
け
を
行
い
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
続
で
要
望
し

た
背
景
と
し
て
「
数
年
虫
喰
」（
虫
枯
れ
、
虫
害
）
が
あ
っ
た
。
大
唐
米
は

虫
害
に
強
く
、
代
官
は
現
場
責
任
者
と
し
て
、
村
か
ら
求
め
ら
れ
た
大
唐

米
の
作
付
け
を
次
善
の
策
と
し
て
願
い
出
た
と
み
ら
れ
る
。 

こ
の
問
箇
条
に
対
す
る
回
答
・
決
裁
が
肩
書
に
記
さ
れ
る
。
藩
は
「
去

作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
」
と
、
昨
年
並
の
作
付
け
を
今
年
も

認
め
る
と
し
た
。
前
年
、
埴
生
村
か
ら
の
年
貢
米
の
う
ち
大
唐
米
一
○
○

石
が
大
坂
運
送
米
と
し
て
搬
出
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
「
免
」（
年
貢
率
）

は
五
つ
成
で
あ
っ
た
か
ら
、
逆
算
し
て
石
高
に
直
す
と
高
二
○
○
石
の
田

方
に
作
付
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
前
掲
の
「
明
暦
三
年
御

米
付
立
一
紙
」
に
記
載
さ
れ
た
大
唐
米
約
四
四
九
石
余
と
同
額
が
、
当
該

年
も
大
坂
へ
運
送
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
約
三
五
〇
石
の
差
額
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
埴
生
村
以
外
の
村
で
も
大
唐
米
の
作
付
け
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

萩
藩
と
し
て
は
、
価
格
の
劣
る
大
唐
米
は
大
坂
へ
廻
送
し
た
く
な
い
米

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
虫
枯
」
に
よ
る
年
貢
の
減
収
を
抑
え
る
こ

と
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
農
業
は
、
現
代
に
お
い
て
も
自
然
の
影
響

を
強
く
受
け
る
産
業
で
、
近
世
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
前
述

し
た
と
お
り
、
享
保
十
七
年
に
は
「
虫
枯
」
が
西
日
本
一
帯
に
大
飢
饉
を

も
た
ら
し
た
。
埴
生
村
で
の
大
唐
米
作
付
け
許
可
は
、
通
常
米
の
生
産
に

固
執
し
て
年
貢
を
減
少
さ
せ
る
よ
り
は
、
い
く
ら
か
で
も
年
貢
を
収
納
し

銀
の
獲
得
を
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。 

年
貢
収
納
に
対
す
る
当
時
の
藩
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
（

22
）
。 

一
餅
米
作
り
不
申
様
ニ
去
年
可
被
申
渡
之
通
申
渡
候
間
、
郡
中
も
ち
米

有
之
間
敷
候
得
共
、
弥
餅
米
ま
し
ら
さ
る
や
う
に
可
被
申
付
事 

一
米
誘
、
自
先
年
如
被
申
渡
候
、
籾
・
ひ
へ
・
ほ
こ
り
・
研
ヶ
米
無
之

や
う
ニ
可
被
申
付
候
事 

付
、
赤
米
ま
し
ら
さ
る
様
ニ
可
被
申
付
候
事 

 

こ
れ
は
、
明
暦
元
年
〈
一
六
五
五
〉
九
月
二
十
五
日
付
け
で
、
当
職
堅

田
就
政
が
発
し
た
「
箇
条
」
の
一
部
で
、
そ
の
二
年
後
の
明
暦
三
年
八
月

朔
日
に
も
堅
田
の
後
を
承
け
て
当
職
と
な
っ
た
榎
本
就
時
が
改
め
て
指
示

し
た
法
令
で
あ
る
。
年
貢
米
の
俵
拵
え
の
と
き
に
餅
米
と
赤
米
（
大
唐
米
）

が
混
じ
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
餅
米
に
つ
い
て
は
作

付
け
も
禁
じ
て
お
り
、
赤
米
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
藩
は
禁
止
し
て
い
た

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

七
〇
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（
虫
損
） 

（
寛
文
七
年
） 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
現
実
に
は
、
そ
れ
を
貫
徹
で
き
る
ほ
ど
の
自

然
環
境
、
技
術
水
準
に
な
く
、
前
述
の
と
お
り
次
善
の
策
と
し
て
大
唐
米

の
作
付
け
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

右
の
「
明
暦
三
年
御
米
付
立
一
紙
」
か
ら
一
〇
年
後
、
寛
文
七
年
（
一

六
六
七
）
閏
二
月
の
大
坂
運
送
米
の
付
立
が
あ
る
（
付
立
の
前
に
、
閏
二
月

時
点
の
大
坂
の
米
相
場
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
）（
23
）
。 

 

（
上
略
） 御

米
払
辻
付
立 

一
壱
万
三
千
百
八
拾
石
余
上
着
辻 

 
 
 
 
 

内
払 

 
 
 

弐
千
六
百
七
十
石 

 
 
 
 
 
 

京
・
大
坂
・
奈
良
・
高
野
其
外
、
御
浮
米
・
御
扶
持
方
米

閏
二
月
迄
之
御
払
方
引
之 

残
壱
万
五
百
十
石
余 

 
 
 
 
 
 

右
売
払
之
分 

 
 
 
 

内
三
百
八
拾
三
石
五
斗
余
太
唐
米
之
分
引
之 

米
九
千
九
百
八
拾
七
石
余 

 
 
 

此
銀
五
百
四
拾
八
貫
弐
百
六
匁
四
分
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
ニ
な
ら
し
五
拾
四
匁
八
分
九
厘
弐
毛
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
石
別
弐
分
宛
之
口
銭
共
ニ 

太
唐
米
三
百
八
拾
三
石
五
斗
四
升
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
四
拾
五
匁
八
分
六
厘
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
口
銭
と
も
ニ 

 
 
 
 

右
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
迄
之
御
売
払
直
段
、
都
合

な
ら
し
大
形
如
此
ニ
御
座
候 

以
上
壱
万
三
千
四
拾
石
余
、
御
払
ニ
相
成
分 

残
百
四
拾
石
余
有
之 

右
去
御
物
成
御
運
送
上
着
辻 

御
売
払
其
外
御
払
方
都
合
指
引
右
之
辻
御
座
候
、
改
候
て
御
米
上 

着
不
申
候
、
船
□
不
順
故
延
引
仕
儀
ニ
て
御
座
候
哉
与
奉
存
候
、
此

付
立
御
次
手
を
以
宮
内
様
御
覧
被
遊
候
様
、
御
指
立
可
被
下
候
、
以

上 

閏
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

世
木
市
兵
衛
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

児
玉
忠
右
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 

三
戸
市
之
允
殿 

こ
の
付
立
に
も
大
坂
運
送
米
と
し
て
大
唐
米
三
八
三
石
余
が
挙
が
っ
て

お
り
、
こ
の
時
期
も
、
萩
藩
領
で
は
作
付
け
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。 

米
価
に
着
目
す
る
と
、
明
暦
三
年
が
石
当
り
銀
約
二
九
匁
だ
っ
た
も
の

が
、
銀
約
四
六
匁
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
寛
文
七
年
七
月
二
十
九
日
の
も
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辛
未 

邑
市
掛 

村
長 

の
と
推
定
さ
れ
る
「
世
木
市
兵
衛
熊
毛
都
濃
吉
敷
三
郡
米
払
下
げ
値
段
付

立
」
に
よ
る
と
、「
太
唐
米
四
拾
九
匁
三
分
」
と
あ
る
。
端
境
期
に
あ
た

る
時
期
で
あ
り
、
閏
二
月
の
価
格
よ
り
約
四
匁
高
い
（

24
）
。 

な
お
、
近
世
前
期
の
大
坂
で
の
米
相
場
は
、
承
応
期
の
銀
二
〇
匁
台
か

ら
明
暦
大
火
で
三
〇
匁
台
後
半
に
高
騰
し
、
寛
文
期
に
な
る
と
さ
ら
に
上

昇
し
、
右
の
よ
う
に
五
〇
匁
前
後
に
な
っ
て
い
た
（

25
）
。 

 

世
木
市
兵
衛
は
、
大
坂
蔵
屋
敷
で
年
貢
米
の
売
却
や
米
・
大
豆
等
々
の

相
場
情
報
を
管
轄
し
て
国
元
へ
情
報
を
送
る
役
目
に
当
た
っ
て
い
た
。
寛

文
七
年
閏
二
月
の
付
立
は
、「
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
」
の
期

間
の
大
坂
運
送
米
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
の
後
も
大
坂
に
年
貢
米
が
廻
送

さ
れ
た
は
ず
で
、
大
唐
米
も
搬
送
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
の
萩
藩
領
で
は
、
通
常
の
米
に
比
べ
る
と
決

し
て
量
は
多
く
は
な
い
が
、
大
唐
米
の
作
付
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
年
貢

と
し
て
納
め
ら
れ
、
大
坂
運
送
米
と
し
て
換
金
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

次
の
史
料
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
、
廃
藩
前
の
豊
浦
藩

（
長
府
藩
）
の
府
達
で
、
豊
浦
郡
吉
永
村
村
長
片
山
理
平
へ
宛
て
た
も
の

で
あ
る
（

26
）

。 

大
唐
米
八
斗
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
永
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倉
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
左
衛
門 

新
百
姓
仕
居
度
、
拝
領
米
之
儀
、
委
曲
願
出
候
、
願
之
通
拝
領
申 

付
候
条
、
早
々
仕
居
、
取
続
、
農
業
出
精
可
致
候
也 

 
 
 
 
 

二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 

藩
庁 

前
断
之
通
、
御
達
候
条
、
得
其
意
可
相
達
候
也 

 
 
 
 
 

同
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
属 

 
 
 
 
 
 
 
 

片
山
理
平
殿 

 
 

吉
永
村
で
新
百
姓
を
仕
居
え
る
た
め
に
拝
領
米
を
申
請
し
た
。
そ
こ
で
支

給
さ
れ
た
米
が
大
唐
米
で
、
そ
れ
ぞ
れ
八
斗
ず
つ
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
豊
浦
藩
の
史
料
に
は
、
大
唐
米
支
給
に
か
か
る
も
の
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
た
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
、
大
唐
米
は
近
世
に
は
作
り
続
け
ら

れ
、
明
治
初
年
に
お
い
て
も
一
定
の
位
置
を
占
め
る
米
だ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
「
豊
浦
藩
旧
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
拝
領
米
仕
据
料
米
等
は
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（
当
職
榎
本
就
時
） 

（
郡
奉
行
、
就
時
） 

（
吉
田
所
務
代
、
元
俊
） 

万
治
弐 

万
治
弐 

 
 

十
一
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 

大
塚
屋
源
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 

国
司
勘
兵
衛
殿 

こ
の
史
料
は
、
萩
藩
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
分
の
大
坂
運
送
米
の

請
払
を
記
し
た
も
の
で
、
大
坂
で
萩
藩
の
蔵
米
の
売
却
を
請
け
負
っ
て
い

た
大
塚
屋
源
右
衛
門
が
藩
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
萩
藩
の
蔵

米
の
売
却
は
、
大
塚
屋
の
ほ
か
に
百
足
屋
が
い
て
、
萩
藩
が
大
坂
へ
廻
送

す
る
四
万
五
千
石
か
ら
五
万
石
を
両
者
で
お
よ
そ
半
分
ず
つ
を
請
け
負
っ

て
売
却
し
て
い
た
（

20
）
。 

同
年
、
大
塚
屋
が
売
却
を
請
け
負
っ
た
大
坂
運
送
米
約
二
万
八
六
九
二

石
余
の
う
ち
、
四
四
九
石
余
が
大
唐
米
で
あ
っ
た
。
そ
の
比
率
は
、
わ
ず

か
に
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
が
、
一
七
世
紀
半
ば
の
萩
藩
領
で
確
か
に
大

唐
米
が
作
付
け
さ
れ
、
大
坂
へ
運
ば
れ
て
売
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
と
き
の
売
却
値
段
は
、
通
常
の
米
が
石
別
三
五
匁
五
分
三

厘
余
、
大
唐
米
は
石
別
二
九
匁
四
厘
。
大
唐
米
は
、
通
常
米
よ
り
銀
六
分

余
安
い
価
格
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
。 

右
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
と
は
い
え
、
大
唐
米
は
萩
藩
領
内
で
確
実
に
作

付
け
さ
れ
、
年
貢
と
し
て
収
納
さ
れ
て
大
坂
で
売
却
さ
れ
て
い
た
。 

な
お
、
百
足
屋
が
請
け
負
っ
た
年
貢
米
の
な
か
に
も
大
唐
米
が
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
坂
へ
運
ば
れ
た
大
唐
米
の

量
は
増
え
る
こ
と
に
な
る
。 

次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
、
そ
の
大
唐
米
の
作
付
け
が
確
認

で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（

21
）
。 

万
治
弐
己
亥
年
、
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
候
処
、
太
唐
米
作 

候
へ
者
虫
付
不
申
候
付
而
、
地
下
ゟ
当
作
茂
太
唐
米
作
仕
度
之
由
御

断
申
出
、
願
之
通
被
仰
付
候
通
御
所
務
代
衆
伺
書
ニ
御
肩
書
物
左
記 

伺
申
事 

此
段
去
作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
、
其
外
之
儀
者
被
相
究
候
而
被
申 

出
候
上
ニ
て
其
沙
汰
可
申
付
候
事 

一
厚
狭
郡
埴
生
村
田
数
年
虫
喰
申
ニ
付
而
、
去
春
御
断
申
上
太
唐 

作
被
仰
付
候
、
太
唐
作
ニ
者
虫
付
不
申
ニ
て
多
分
春
請
ニ
仕
、
御

米
百
石
及
大
坂
運
送
仕
候
、
当
年
茂
内
々
虫
喰
申
候
田
者
太
唐
作

ニ
仕
度
之
由
申
出
候
、
去
年
分
ニ
以
石
相
究
見
合
、
太
唐
作
可
申

付
候
哉
之
事 

右
被
仰
伺
御
肩
書
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
     

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 

井
上
右
衛
門
允 

篠
川
六
兵
衛
殿 

裏
ニ 右

面
書
肩
書
之
辻
を
以
可
有
其
沙
汰
候
、
已
上 

同
日  

 
 
 
 
 

榎 

遠
江 
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井
上
右
衛
門
允
殿 

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正
月
、
厚
狭
郡
埴
生
村
か
ら
大
唐
米
の
作
付

け
の
許
可
を
求
め
る
願
書
が
提
出
さ
れ
、
代
官
井
上
右
衛
門
允
が
郡
奉
行

篠
川
六
兵
衛
へ
提
出
し
た
当
職
宛
て
の
問
箇
条
で
あ
る
。
同
村
で
は
、

「
去
春
」（
万
治
元
年
）
に
も
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年
も
同
様

に
大
唐
米
の
作
付
け
を
行
い
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
続
で
要
望
し

た
背
景
と
し
て
「
数
年
虫
喰
」（
虫
枯
れ
、
虫
害
）
が
あ
っ
た
。
大
唐
米
は

虫
害
に
強
く
、
代
官
は
現
場
責
任
者
と
し
て
、
村
か
ら
求
め
ら
れ
た
大
唐

米
の
作
付
け
を
次
善
の
策
と
し
て
願
い
出
た
と
み
ら
れ
る
。 

こ
の
問
箇
条
に
対
す
る
回
答
・
決
裁
が
肩
書
に
記
さ
れ
る
。
藩
は
「
去

作
之
石
辻
程
者
太
唐
作
可
被
申
付
候
」
と
、
昨
年
並
の
作
付
け
を
今
年
も

認
め
る
と
し
た
。
前
年
、
埴
生
村
か
ら
の
年
貢
米
の
う
ち
大
唐
米
一
○
○

石
が
大
坂
運
送
米
と
し
て
搬
出
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
「
免
」（
年
貢
率
）

は
五
つ
成
で
あ
っ
た
か
ら
、
逆
算
し
て
石
高
に
直
す
と
高
二
○
○
石
の
田

方
に
作
付
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
前
掲
の
「
明
暦
三
年
御

米
付
立
一
紙
」
に
記
載
さ
れ
た
大
唐
米
約
四
四
九
石
余
と
同
額
が
、
当
該

年
も
大
坂
へ
運
送
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
約
三
五
〇
石
の
差
額
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
埴
生
村
以
外
の
村
で
も
大
唐
米
の
作
付
け
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

萩
藩
と
し
て
は
、
価
格
の
劣
る
大
唐
米
は
大
坂
へ
廻
送
し
た
く
な
い
米

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
虫
枯
」
に
よ
る
年
貢
の
減
収
を
抑
え
る
こ

と
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
農
業
は
、
現
代
に
お
い
て
も
自
然
の
影
響

を
強
く
受
け
る
産
業
で
、
近
世
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
前
述

し
た
と
お
り
、
享
保
十
七
年
に
は
「
虫
枯
」
が
西
日
本
一
帯
に
大
飢
饉
を

も
た
ら
し
た
。
埴
生
村
で
の
大
唐
米
作
付
け
許
可
は
、
通
常
米
の
生
産
に

固
執
し
て
年
貢
を
減
少
さ
せ
る
よ
り
は
、
い
く
ら
か
で
も
年
貢
を
収
納
し

銀
の
獲
得
を
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。 

年
貢
収
納
に
対
す
る
当
時
の
藩
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
（

22
）
。 

一
餅
米
作
り
不
申
様
ニ
去
年
可
被
申
渡
之
通
申
渡
候
間
、
郡
中
も
ち
米

有
之
間
敷
候
得
共
、
弥
餅
米
ま
し
ら
さ
る
や
う
に
可
被
申
付
事 

一
米
誘
、
自
先
年
如
被
申
渡
候
、
籾
・
ひ
へ
・
ほ
こ
り
・
研
ヶ
米
無
之

や
う
ニ
可
被
申
付
候
事 

付
、
赤
米
ま
し
ら
さ
る
様
ニ
可
被
申
付
候
事 

 

こ
れ
は
、
明
暦
元
年
〈
一
六
五
五
〉
九
月
二
十
五
日
付
け
で
、
当
職
堅

田
就
政
が
発
し
た
「
箇
条
」
の
一
部
で
、
そ
の
二
年
後
の
明
暦
三
年
八
月

朔
日
に
も
堅
田
の
後
を
承
け
て
当
職
と
な
っ
た
榎
本
就
時
が
改
め
て
指
示

し
た
法
令
で
あ
る
。
年
貢
米
の
俵
拵
え
の
と
き
に
餅
米
と
赤
米
（
大
唐
米
）

が
混
じ
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
餅
米
に
つ
い
て
は
作

付
け
も
禁
じ
て
お
り
、
赤
米
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
藩
は
禁
止
し
て
い
た

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

七
一
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（
虫
損
） 

（
寛
文
七
年
） 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
現
実
に
は
、
そ
れ
を
貫
徹
で
き
る
ほ
ど
の
自

然
環
境
、
技
術
水
準
に
な
く
、
前
述
の
と
お
り
次
善
の
策
と
し
て
大
唐
米

の
作
付
け
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

右
の
「
明
暦
三
年
御
米
付
立
一
紙
」
か
ら
一
〇
年
後
、
寛
文
七
年
（
一

六
六
七
）
閏
二
月
の
大
坂
運
送
米
の
付
立
が
あ
る
（
付
立
の
前
に
、
閏
二
月

時
点
の
大
坂
の
米
相
場
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
）（
23
）
。 

 

（
上
略
） 御

米
払
辻
付
立 

一
壱
万
三
千
百
八
拾
石
余
上
着
辻 

 
 
 
 
 

内
払 

 
 
 

弐
千
六
百
七
十
石 

 
 
 
 
 
 

京
・
大
坂
・
奈
良
・
高
野
其
外
、
御
浮
米
・
御
扶
持
方
米

閏
二
月
迄
之
御
払
方
引
之 

残
壱
万
五
百
十
石
余 

 
 
 
 
 
 

右
売
払
之
分 

 
 
 
 

内
三
百
八
拾
三
石
五
斗
余
太
唐
米
之
分
引
之 

米
九
千
九
百
八
拾
七
石
余 

 
 
 

此
銀
五
百
四
拾
八
貫
弐
百
六
匁
四
分
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
ニ
な
ら
し
五
拾
四
匁
八
分
九
厘
弐
毛
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
石
別
弐
分
宛
之
口
銭
共
ニ 

太
唐
米
三
百
八
拾
三
石
五
斗
四
升
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
四
拾
五
匁
八
分
六
厘
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
口
銭
と
も
ニ 

 
 
 
 

右
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
迄
之
御
売
払
直
段
、
都
合

な
ら
し
大
形
如
此
ニ
御
座
候 

以
上
壱
万
三
千
四
拾
石
余
、
御
払
ニ
相
成
分 

残
百
四
拾
石
余
有
之 

右
去
御
物
成
御
運
送
上
着
辻 

御
売
払
其
外
御
払
方
都
合
指
引
右
之
辻
御
座
候
、
改
候
て
御
米
上 

着
不
申
候
、
船
□
不
順
故
延
引
仕
儀
ニ
て
御
座
候
哉
与
奉
存
候
、
此

付
立
御
次
手
を
以
宮
内
様
御
覧
被
遊
候
様
、
御
指
立
可
被
下
候
、
以

上 

閏
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

世
木
市
兵
衛
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

児
玉
忠
右
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 

三
戸
市
之
允
殿 

こ
の
付
立
に
も
大
坂
運
送
米
と
し
て
大
唐
米
三
八
三
石
余
が
挙
が
っ
て

お
り
、
こ
の
時
期
も
、
萩
藩
領
で
は
作
付
け
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。 

米
価
に
着
目
す
る
と
、
明
暦
三
年
が
石
当
り
銀
約
二
九
匁
だ
っ
た
も
の

が
、
銀
約
四
六
匁
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
寛
文
七
年
七
月
二
十
九
日
の
も
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辛
未 

邑
市
掛 

村
長 

の
と
推
定
さ
れ
る
「
世
木
市
兵
衛
熊
毛
都
濃
吉
敷
三
郡
米
払
下
げ
値
段
付

立
」
に
よ
る
と
、「
太
唐
米
四
拾
九
匁
三
分
」
と
あ
る
。
端
境
期
に
あ
た

る
時
期
で
あ
り
、
閏
二
月
の
価
格
よ
り
約
四
匁
高
い
（

24
）
。 

な
お
、
近
世
前
期
の
大
坂
で
の
米
相
場
は
、
承
応
期
の
銀
二
〇
匁
台
か

ら
明
暦
大
火
で
三
〇
匁
台
後
半
に
高
騰
し
、
寛
文
期
に
な
る
と
さ
ら
に
上

昇
し
、
右
の
よ
う
に
五
〇
匁
前
後
に
な
っ
て
い
た
（

25
）
。 

 

世
木
市
兵
衛
は
、
大
坂
蔵
屋
敷
で
年
貢
米
の
売
却
や
米
・
大
豆
等
々
の

相
場
情
報
を
管
轄
し
て
国
元
へ
情
報
を
送
る
役
目
に
当
た
っ
て
い
た
。
寛

文
七
年
閏
二
月
の
付
立
は
、「
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
」
の
期

間
の
大
坂
運
送
米
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
の
後
も
大
坂
に
年
貢
米
が
廻
送

さ
れ
た
は
ず
で
、
大
唐
米
も
搬
送
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
の
萩
藩
領
で
は
、
通
常
の
米
に
比
べ
る
と
決

し
て
量
は
多
く
は
な
い
が
、
大
唐
米
の
作
付
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
年
貢

と
し
て
納
め
ら
れ
、
大
坂
運
送
米
と
し
て
換
金
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

次
の
史
料
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
、
廃
藩
前
の
豊
浦
藩

（
長
府
藩
）
の
府
達
で
、
豊
浦
郡
吉
永
村
村
長
片
山
理
平
へ
宛
て
た
も
の

で
あ
る
（

26
）

。 
大
唐
米
八
斗
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
永
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倉
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
左
衛
門 

新
百
姓
仕
居
度
、
拝
領
米
之
儀
、
委
曲
願
出
候
、
願
之
通
拝
領
申 

付
候
条
、
早
々
仕
居
、
取
続
、
農
業
出
精
可
致
候
也 

 
 
 
 
 

二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 

藩
庁 

前
断
之
通
、
御
達
候
条
、
得
其
意
可
相
達
候
也 

 
 
 
 
 

同
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
属 

 
 
 
 
 
 
 
 

片
山
理
平
殿 

 
 

吉
永
村
で
新
百
姓
を
仕
居
え
る
た
め
に
拝
領
米
を
申
請
し
た
。
そ
こ
で
支

給
さ
れ
た
米
が
大
唐
米
で
、
そ
れ
ぞ
れ
八
斗
ず
つ
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
豊
浦
藩
の
史
料
に
は
、
大
唐
米
支
給
に
か
か
る
も
の
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
た
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
、
大
唐
米
は
近
世
に
は
作
り
続
け
ら

れ
、
明
治
初
年
に
お
い
て
も
一
定
の
位
置
を
占
め
る
米
だ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
「
豊
浦
藩
旧
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
拝
領
米
仕
据
料
米
等
は

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

七
二
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（
虫
損
） 

（
寛
文
七
年
） 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
現
実
に
は
、
そ
れ
を
貫
徹
で
き
る
ほ
ど
の
自

然
環
境
、
技
術
水
準
に
な
く
、
前
述
の
と
お
り
次
善
の
策
と
し
て
大
唐
米

の
作
付
け
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

右
の
「
明
暦
三
年
御
米
付
立
一
紙
」
か
ら
一
〇
年
後
、
寛
文
七
年
（
一

六
六
七
）
閏
二
月
の
大
坂
運
送
米
の
付
立
が
あ
る
（
付
立
の
前
に
、
閏
二
月

時
点
の
大
坂
の
米
相
場
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
）（
23
）
。 

 

（
上
略
） 御

米
払
辻
付
立 

一
壱
万
三
千
百
八
拾
石
余
上
着
辻 

 
 
 
 
 

内
払 

 
 
 

弐
千
六
百
七
十
石 

 
 
 
 
 
 

京
・
大
坂
・
奈
良
・
高
野
其
外
、
御
浮
米
・
御
扶
持
方
米

閏
二
月
迄
之
御
払
方
引
之 

残
壱
万
五
百
十
石
余 

 
 
 
 
 
 

右
売
払
之
分 

 
 
 
 

内
三
百
八
拾
三
石
五
斗
余
太
唐
米
之
分
引
之 

米
九
千
九
百
八
拾
七
石
余 

 
 
 

此
銀
五
百
四
拾
八
貫
弐
百
六
匁
四
分
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
ニ
な
ら
し
五
拾
四
匁
八
分
九
厘
弐
毛
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
石
別
弐
分
宛
之
口
銭
共
ニ 

太
唐
米
三
百
八
拾
三
石
五
斗
四
升
余 

 
 
 
 
 
 

石
別
四
拾
五
匁
八
分
六
厘
ニ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 

但
口
銭
と
も
ニ 

 
 
 
 

右
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
迄
之
御
売
払
直
段
、
都
合

な
ら
し
大
形
如
此
ニ
御
座
候 

以
上
壱
万
三
千
四
拾
石
余
、
御
払
ニ
相
成
分 

残
百
四
拾
石
余
有
之 

右
去
御
物
成
御
運
送
上
着
辻 

御
売
払
其
外
御
払
方
都
合
指
引
右
之
辻
御
座
候
、
改
候
て
御
米
上 

着
不
申
候
、
船
□
不
順
故
延
引
仕
儀
ニ
て
御
座
候
哉
与
奉
存
候
、
此

付
立
御
次
手
を
以
宮
内
様
御
覧
被
遊
候
様
、
御
指
立
可
被
下
候
、
以

上 

閏
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

世
木
市
兵
衛
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

児
玉
忠
右
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 

三
戸
市
之
允
殿 

こ
の
付
立
に
も
大
坂
運
送
米
と
し
て
大
唐
米
三
八
三
石
余
が
挙
が
っ
て

お
り
、
こ
の
時
期
も
、
萩
藩
領
で
は
作
付
け
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。 

米
価
に
着
目
す
る
と
、
明
暦
三
年
が
石
当
り
銀
約
二
九
匁
だ
っ
た
も
の

が
、
銀
約
四
六
匁
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
寛
文
七
年
七
月
二
十
九
日
の
も

  

 

12 

辛
未 

邑
市
掛 

村
長 

の
と
推
定
さ
れ
る
「
世
木
市
兵
衛
熊
毛
都
濃
吉
敷
三
郡
米
払
下
げ
値
段
付

立
」
に
よ
る
と
、「
太
唐
米
四
拾
九
匁
三
分
」
と
あ
る
。
端
境
期
に
あ
た

る
時
期
で
あ
り
、
閏
二
月
の
価
格
よ
り
約
四
匁
高
い
（

24
）
。 

な
お
、
近
世
前
期
の
大
坂
で
の
米
相
場
は
、
承
応
期
の
銀
二
〇
匁
台
か

ら
明
暦
大
火
で
三
〇
匁
台
後
半
に
高
騰
し
、
寛
文
期
に
な
る
と
さ
ら
に
上

昇
し
、
右
の
よ
う
に
五
〇
匁
前
後
に
な
っ
て
い
た
（

25
）
。 

 

世
木
市
兵
衛
は
、
大
坂
蔵
屋
敷
で
年
貢
米
の
売
却
や
米
・
大
豆
等
々
の

相
場
情
報
を
管
轄
し
て
国
元
へ
情
報
を
送
る
役
目
に
当
た
っ
て
い
た
。
寛

文
七
年
閏
二
月
の
付
立
は
、「
去
十
月
廿
日
ヨ
リ
当
二
月
十
四
日
」
の
期

間
の
大
坂
運
送
米
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
の
後
も
大
坂
に
年
貢
米
が
廻
送

さ
れ
た
は
ず
で
、
大
唐
米
も
搬
送
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
の
萩
藩
領
で
は
、
通
常
の
米
に
比
べ
る
と
決

し
て
量
は
多
く
は
な
い
が
、
大
唐
米
の
作
付
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
年
貢

と
し
て
納
め
ら
れ
、
大
坂
運
送
米
と
し
て
換
金
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

次
の
史
料
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
、
廃
藩
前
の
豊
浦
藩

（
長
府
藩
）
の
府
達
で
、
豊
浦
郡
吉
永
村
村
長
片
山
理
平
へ
宛
て
た
も
の

で
あ
る
（

26
）

。 

大
唐
米
八
斗
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
永
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倉
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
左
衛
門 

新
百
姓
仕
居
度
、
拝
領
米
之
儀
、
委
曲
願
出
候
、
願
之
通
拝
領
申 

付
候
条
、
早
々
仕
居
、
取
続
、
農
業
出
精
可
致
候
也 

 
 
 
 
 

二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 

藩
庁 

前
断
之
通
、
御
達
候
条
、
得
其
意
可
相
達
候
也 

 
 
 
 
 

同
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
属 

 
 
 
 
 
 
 
 

片
山
理
平
殿 

 
 

吉
永
村
で
新
百
姓
を
仕
居
え
る
た
め
に
拝
領
米
を
申
請
し
た
。
そ
こ
で
支

給
さ
れ
た
米
が
大
唐
米
で
、
そ
れ
ぞ
れ
八
斗
ず
つ
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
豊
浦
藩
の
史
料
に
は
、
大
唐
米
支
給
に
か
か
る
も
の
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
た
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
、
大
唐
米
は
近
世
に
は
作
り
続
け
ら

れ
、
明
治
初
年
に
お
い
て
も
一
定
の
位
置
を
占
め
る
米
だ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
「
豊
浦
藩
旧
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
拝
領
米
仕
据
料
米
等
は

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

七
三



近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

七
四



近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て
　（
河
本
）

七
五




